
みはら子育て応援プラン（第2期三原市子ども・子育て支援事業計画）掲載事業の実績

基本目標１　安心して子どもを生み，育てることができる環境づくり

【基本施策】

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

【評価指標】

H30 R2 R3 R4 R5 R6 担当課

目標値 上昇

実績値 62.3%

目標値 上昇

実績値 53.3%

目標値 1組 1組 1組 1組 4組

実績値 0組 0組 1組 2組

目標値 84.0% 84.0% 84.0% 84.0% 84.0%

実績値 83.7% 77.5% 80.7% 79.5%

目標値 100% 100% 100% 100% 100%

実績値 96.6% 95.9% 95.6% 96.2%

目標値 100% 100% 100% 100% 100%

実績値 98.7% 96.5% 94.6% 96.3%

目標値 100% 100% 100% 100% 100%

実績値 100% 100% 100% 100%

目標値 1人 1人 1人 1人 0人

実績値 33人 0人 0人 0人

目標値 60人 50人 40人 30人 0人

実績値 46人 33人 21人 0人

目標値 850件 850件 850件 850件 850件

実績値 701件 385件 440件 525件

出会い・結婚の支援

母子保健対策の充実

医療体制の充実

教育・保育サービスの充実　　　★重点

経済的支援の充実

子どもや子育て家庭にやさしい環境の整備

評価指標 R4目標値を達成できなかった場合はその理由

意
識
調
査

希望する保育サービスを希望する時間に利用すること
ができたと感じている保護者の割合（小学校入学前）

子育て支援課

希望する保育サービスを希望する時間に利用すること
ができたと感じている保護者の割合（小学生）

子育て支援課

みはら縁結びサポーターが関わって成婚し
た組数（累計）

子育て支援課

妊婦一般健康診査受診率
新型コロナウイルス感染症の影響による受
診控え

こども安心課

１歳６か月児健診受診率
新型コロナウイルス感染症の影響による集
団健診の受診控え

こども安心課

赤ちゃん訪問実施率
長期の里帰り、児童の長期入院により訪問
が実施できなかった。その他、新型コロナ
ウイルス感染症の影響による訪問拒否。

こども安心課

養育支援者支援率 こども安心課

待機児童数（教育・保育事業）
教育振興課
こども保育課

待機児童数（放課後児童クラブ） 子育て支援課

ファミリー・サポート・センター事業利用
件数

・保育施設の送迎等で多数回利用していた会員が、児童の
就学等により利用しなくなったこと等による（実利用者数
は大幅に増加）

子育て支援課

活
動
指
標
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基本目標１　安心して子どもを生み、育てることができる環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

１-１　出会い・結婚の支援

1
みはら縁結びサポー
ター養成事業

市民を対象にした「みはら縁結びサ
ポーター」養成講座・情報交換会を開
催し、独身者の結婚や婚活に関する相
談に応じ、成婚に向けてアドバイスで
きる人材を養成します。

人材を養成するとともに、サポーター
の輪を広げ自主的に活動していく仕組
みを構築します。
【サポーター数】
　(H30)49人 ⇒ (R6)108人
【成婚組数(累計)】
　(H30)0組 ⇒ (R6)4組

縁結びサポーターの養成及び活動支援
・縁結びサポーター養成講座　3回実施
　※新規登録3人
・縁結びサポーターフォローアップ研修会
　3回実施
・縁結びサポーター自主交流会 12回実施
結婚を希望する独身者の支援
・縁結びサポーターによる婚活イベント
　2回開催
【成婚組数】1組

476

縁結びサポーターの養成及び活動支援
・縁結びサポーター養成講座　3回実施
・縁結びサポーターフォローアップ研修会　
3回実施
・縁結びサポーター自主交流会　毎月開催
結婚を希望する独身者の支援
・縁結びサポーターによる婚活イベント
　2回開催

477 子育て支援課

2
広島県「こいのわプロ
ジェクト」連携事業

広島県が進める「みんなでおせっかい
こいのわプロジェクト」と連携し、独
身者への啓発や、ボランティア団体・
個人の発掘、また、近隣市町や企業等
との連携による出会いの場を創出しま
す。

【婚活イベント実施回数】
　(H30)未実施 ⇒ (R6)1回

「みんなでおせっかいこいのわプロジェ
クト」と連携し、縁結びサポーターによ
る婚活イベントを実施
【婚活イベント実施回数】2回

－

「みんなでおせっかいこいのわプロジェ
クト」と連携し、縁結びサポーターによ
る婚活イベントを実施する。
　2回実施

－ 子育て支援課

3
結婚新生活支援事
業

新婚世帯（合計所得が500万円
未満の 40 歳未満の夫婦）に対し
て、市内の住宅の取得費用・リ
フォーム費用・賃借費用、引越費
用の一部を補助します。

【支援制度を利用して移住・定住
した世帯数】
(R3)10 世帯 ⇒ (R6)18 世帯

支給実績　31世帯
内訳
・夫婦ともに三原市民
　　8世帯　 1,928千円
・どちらかが移住者
　　17世帯　4,820千円
・夫婦ともに移住者
　　6世帯　 1,960千円

8,708

○基本補助
　29歳以下世帯　600千円×12世帯
　上記以外の世帯300千円×6世帯
○加算補助
　どちらかが移住者　200千円×6世帯
　夫婦ともに移住者　400千円×6世帯

12,600 地域企画課

１-２　母子保健対策の充実

4
健康診査事業
（妊婦健康診査事業）

妊娠中の健康管理を充実するため、妊
婦健康診査の公費助成を実施します。

事業の推進により、妊婦の健康管理を
推進します。
【受診率】
・妊婦一般健康診査
　(H30)83.7％ ⇒ (R6)84％

●

妊娠中の健康管理を充実するため、妊婦健康
診査の公費助成を実施
・妊婦一般健康診査検査 
　100％(受診率）
・妊婦一般健康診査補助 79.5%(受診率）
・妊婦子宮頸がん検診 98.5％(受診率）
・妊婦ｸﾗﾐｼﾞｱ検査 94.6％(受診率）

38,626

妊娠中の健康管理を充実するため、妊婦
健康診査の公費助成を継続実施
・妊婦一般健康診査検査　1回
・妊婦一般健康診査補助　14回
　（多胎妊婦は19回）
・妊婦子宮頸がん検診　1回
・妊婦ｸﾗﾐｼﾞｱ検査　1回

44,907 こども安心課

5
健康診査事業
（乳幼児健康診査事
業）

子どもの健やかな発達を支援するた
め、1歳6か月・3歳児の集団健康診査
と4か月・10か月児の医療機関による
個別健康診査を実施します。また、聴
覚障害の早期発見のため、新生児聴覚
検査を実施します。

事業の推進により、乳幼児の健康管理
を推進します。
【受診率】
・1歳6か月児健診
　(H30)96.6％ ⇒ (R6)100％
・3歳児健診
　(H30)90.8％ ⇒ (R6)100％
・新生児聴覚検査
　(H30)96.2％ ⇒ (R6)97％

●

乳幼児期の健やかな発達促進ため、乳幼
児健康診査を実施
・新生児聴覚検査 88.4％(受診率）
・乳児健康診査 64.2%(受診率）
・1歳6か月児健康診査 
　 96.2％(受診率）
・3歳児健康診査 96.2％（受診率）

12,709

乳幼児期の健やかな発達促進ため、乳幼
児健康診査を継続実施
・新生児聴覚検査　
・乳児健康診査（1か月児、10か月児）
・4か月児健康診査　
・1歳6か月児健康診査　
・3歳児健康診査　

14,455 こども安心課

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課
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基本目標１　安心して子どもを生み、育てることができる環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

6 予防接種事業
予防に重点を置いた子どもの健康づく
りのため、法が定める定期予防接種に
ついて無料接種券を交付します。

国の制度に基づき、適切に実施しま
す。
（R2.10からロタウイルスが定期接種
化）

・ロタウイルス：828人
・B型肝炎：1,171人
・4種混合：1,598人
・2種混合：570人
・ＢＣＧ：397人
・日本脳炎：2,378人
・風しん・麻しん混合：1、029人
・水痘：828人
・ヒブ：1,627人
・小児肺炎球菌：1,628人
・子宮頸がん：1,301人

126,514

子どもの健康づくりのため、継続実施
・ロタウイルス
・B型肝炎
・4種混合
・2種混合
・ＢＣＧ
・不活化ポリオ（対象者のみ）
・日本脳炎
・風しん・麻しん混合
・水痘
・ヒブ
・小児肺炎球菌
・子宮頸がん（定期、キャッチアップ接
種）
※キャッチアップ接種はH9.4.2～H18.4.1
生を対象に、令和7年3月31日まで

188,306 こども安心課

7 妊活支援事業
SNS を活用して、不妊や妊活に関
する個別相談や情報提供を行いま
す。

事業の推進により、妊活支援に努
めます。
【利用人数】
(R4)40 人 ⇒ (R6)60 人

利用者数：82名 1,106 利用者数：90名 1,320 こども安心課

8
出産・子育て応援
給付金事業

妊娠届や出産届を行った妊産婦等
に対して、給付金を支給するとと
もに、伴走型の相談支援を行いま
す。

妊娠届や出産届を行った妊産婦等
に対して、給付金を支給するとと
もに、伴走型の相談支援を行いま
す。

出産応援給付金　629人
子育て応援給付金　354人

49,905
妊娠届や出産届を行った妊産婦等に対し
て、給付金を支給すると共に、伴走型の
相談支援を行う。

45,337 こども安心課

9
訪問事業
（妊産婦・乳幼児訪問
事業）

妊産婦や乳幼児のいる家庭を訪問し、
妊産婦の身体的・精神的状況や子育て
サポート体制、乳幼児の成長発達状況
の確認を行い、子育て方法やサービス
の情報提供等を実施します。

事業の推進により、子育てのサポート
に努めます。
【実施率】
・特定妊婦訪問
(H30)100％ ⇒ (R6)100％
・赤ちゃん訪問
(H30)98.7％ ⇒ (R6)100％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　

●

妊産婦や乳幼児のいる家庭を訪問し、
妊娠・出産・育児の支援を継続実施
・特定妊婦　延418人
・ハイリスク妊婦　延552人
・妊産婦　延545人

【事業番号
7・125】訪
問･利用者支
援事業に計
上

妊産婦や乳幼児のいる家庭を訪問し、妊
娠・出産・育児の支援を継続実施
・特定妊婦　
・ハイリスク妊婦　
・妊産婦　

【事業番
号7・
125】訪
問･利用者
支援事業
に計上

こども安心課

10
訪問事業
（乳児家庭全戸訪問事
業）

4か月までの乳児のいる家庭を訪問
し、栄養状態や子育て状況の確認、健
診や予防接種等の子育てサービスの情
報提供等を行いながら、子育て相談を
実施します。

事業の推進により、子育てのサポート
に努めます。
【実施率】
・赤ちゃん訪問
(H30)98.7% ⇒ (R6)100％

●
乳児のいる家庭を訪問し、育児の支援を
実施
・訪問数　398人(訪問率　96.3%）

1,015
乳児のいる家庭を訪問し、育児の支援を
継続実施

880 こども安心課

11
訪問事業
（養育支援訪問事業）

子どもや養育者の状況、サポート体制
や経済状況等において、集中的又は中
長期的な状況確認や、保健指導・他機
関連携が必要な家庭を訪問し、切れ目
なく育児の支援を実施します。

事業の推進により、子育てのサポート
に努めます。
【養育支援者支援率】
(H30)100％ ⇒ (R6)100％

●
養育支援が特に必要と認められた児及び
保護者に対し家庭訪問・電話訪問を実施
・訪問件数　30件

22

養育支援が特に必要と認められた児及び
保護者に対し家庭訪問・電話訪問を継続
実施

23 こども安心課

12 家事支援事業

家事や育児に不安を抱え、支援が
必要な子育て世帯や妊産婦、ヤン
グケアラーがいる家庭に対して、
家事・育児を支援する訪問支援員
を派遣します。

事業の推進により、子育て世帯の
家事・育児を支援します。 

新規事業開始に向けて、制度設計及び事
業者との調整を実施した。

－

・市が作成する支援計画に基づき、家
事・育児を支援するボランティアの訪問
支援員を派遣する。
・対象世帯：25世帯（見込み）

4,600 子育て支援課
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基本目標１　安心して子どもを生み、育てることができる環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

13
保健指導事業
（妊産婦・乳幼児相談
事業）

妊産婦・乳幼児を対象に、育児相談や
教室等を開催し、母子の心身の健康管
理及び順調な発達支援に努めます。

事業の推進により、相談しやすい体制
を整備します。
【各教室参加人数】
・マタニティスクール
　(H30)54人 ⇒ (R6)60人
・パパママスクール
　(H30)34人 ⇒ (R6)40人
【各相談利用率】
・5か月児相談
　(H30)98.2％ ⇒ (R6)98.2％
・２歳児相談
　(H30)82.5％ ⇒ (R6)82.5％

●

妊産婦・乳幼児を対象に、育児相談や教
室等を開催し、母子の心身の健康管理及
び順調な発達支援に努めた。
・マタニティスクール　12回※　
・パパママスクール　2回※
・スマイルママ広場　9回※
・９か月児相談　94.9%(受診率）
・２歳児相談　88.7%（受診率）
・育児相談　11回　53人

　4,488
※について
は【事業番
号114】利
用者支援事
業に計上

妊産婦・乳幼児を対象に、育児相談や教
室等を開催し、母子の心身の健康管理及
び順調な発達支援を図る。
・マタニティスクール　
・パパママスクール　
・スマイルママ広場　
・９か月児相談 
・２歳児相談
・育児相談

  2,210
※につい
ては【事
業番号
114】利
用者支援
事業に計
上

こども安心課

14
発達支援事業
（発達専門相談）

発達に課題のある子どもと保護者に対
し、発達専門相談を実施します。

引き続き相談を実施し、子どもと保護
者の支援に努めます
【実施回数】
・医師発達相談
　(H30)6回 ⇒ (R6)6回
・子育てなんでも相談
　(H30)24回 ⇒ (R6)24回
・運動発達相談
　(H30)16回 ⇒ (R6)12回
・心理相談、言語相談
　(H30)随時 ⇒ (R6)随時

子どもと保護者の支援に努め、次のとお
り努めた。
・医師発達相談　6回
・子育てなんでも相談　24回
・運動発達相談　12回
・心理相談、言語相談　随時

3,468

子どもと保護者の支援に努め、次のとお
り努める。
・医師発達相談　6回
・子育てなんでも相談　22回
・運動発達相談　10回
・心理相談、言語相談　随時

3,468 こども安心課

15
子育て世代包括支援セ
ンター事業
（産後ケア事業）

医療機関等で母子が宿泊し、休息しな
がら、助産師等から授乳や沐浴の方法
等、具体的な育児について指導をする
ことで、在宅での育児支援につなげま
す。

事業の推進により、育児支援に努めま
す。
【利用人数】
　(H30)0人 ⇒ (R6)1人

妊娠期から積極的に介入し、産後の養育
能力やサポート体制をアセスメントし、
対象者に情報提供を行い、利用を促し
た。利用前･中･後は宿泊施設である医療
機関と連携を行い、スムーズに在宅育児
に移行できるよう努めた。
・産後ケア利用者3人(延べ4人）

364

妊娠期からリスクアセスメントを行い、
対象者には医療機関と連携しながら利用
を勧め、安全･安心な子育て環境を整える
よう努める。
・産後ケア利用者（宿泊型）2人（日帰り
型）7人（件）（訪問型）3人（件）

774 こども安心課

16
保健指導事業
（離乳食教室）

食習慣の基本をつくる離乳をスムーズ
にするため、各保健福祉センターにお
いて学習の機会や情報の提供に努めま
す。

事業の推進により、離乳に関する情報
提供に努めます。
【実施回数】
　(H30)12回 ⇒ (R6)12回

食習慣の基本をつくる離乳をスムーズに
するため、各保健福祉センターにおいて
学習の機会や情報の提供を実施
・4か月児健康診査及び9か月児相談離乳
食講習会  4か月児健診：30回、9か月児
相談：36回

426

食習慣の基本をつくる離乳をスムーズに
するため、各保健福祉センターにおいて
講習会を開催し学習の機会や情報の提供
を継続実施
・4か月児健康診査及び9か月児相談離乳
食講習会

922 こども安心課

17
発達支援事業
（健診事後教室）

発達に課題のある子どもと保護者に対
して、遊びを通して親子の関わりを学
ぶ教室を実施します。

引き続き事業を実施し、保護者が子ど
もにより良い関わりができるよう努め
ます。
【実施回数】
・おやこ教室
　(H30)156回 ⇒ (R6)144回

引き続き事業を実施し、保護者が子ども
により良い関わりができるよう努めた。
【実施回数】
・おやこ教室　141回

2,554

引き続き事業を実施し、保護者が子ども
により良い関わりができるよう努める。
【実施回数】
・おやこ教室　124回

1,849 こども安心課

１-３　医療体制の充実

18
在宅当番医制事業運営
委託事業

地区医師会・医療機関と連携し、祝日
小児科当番医制事業により、平日夜間
及び祝日昼間の小児救急医療を提供し
ます。

地区医師会・医療機関と連携するとと
もに、継続して医療機関への補助を行
い、小児科医療体制の維持・確保に努
めます。

休日・夜間における初期救急医療体制の
確保及び救急医療知識の普及・啓発を推
進することができた。①三原市医師会
（三原・本郷地域、大和地域、祝日小児
科）、世羅郡医師会（久井地域に委託）
②休日の在宅当番医及び祝日昼間の小児
科診療当番の実施

4,712

休日・夜間における初期救急医療体制の
確保及び救急医療知識の普及・啓発を推
進する。①三原市医師会（三原・本郷地
域、大和地域、祝日小児科）、世羅郡医
師会（久井地域に委託）②休日の在宅当
番医及び祝日昼間の小児科診療当番の実
施

4,710 保健福祉課
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基本目標１　安心して子どもを生み、育てることができる環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

19
休日夜間急患セン
ター運営費補助事
業

三原市医師会休日夜間急患診療所
と連携し．平日夜間における小児
救急医療を提供します。

医療機関と連携するとともに、継
続して医療機関への補助を行い、
小児科医療体制の維持・確保に努
めます。

平日夜間における小児救急医療体制の安
定的・継続的な確保ができた。

7,000

平日夜間における小児救急医療体制の安
定的・継続的な確保を図るため、平日夜
間小児科診療を担う医療機関に対し、運
営費の一部を補助する。
対象医療機関：三原市医師会病院

7,000 保健福祉課

20
小児救急医療運営費補
助事業

公的医療機関である三原赤十字病院と
連携し、日曜日の小児救急医療体制を
整え、休日における小児救急医療を提
供します。

医療機関と連携するとともに、継続し
て医療機関への補助を行い、小児科医
療体制の維持・確保に努めます。

休日における小児救急医療体制の安定
的・継続的な確保ができた。

35,000

休日における小児救急医療体制の安定
的・継続的な確保を図るため、休日小児
科診療を担う医療機関に対し、運営費の
一部を補助する。
対象医療機関：三原赤十字病院

35,000 保健福祉課

21 産科医等確保支援事業

市内の産科医療機関に対し、産科医等
に支給する手当の一部を補助すること
で、産科医療体制の維持・確保に取り
組みます。

継続して医療機関への補助を行い、市
民が安心して出産・子育てができるよ
う、産科医療体制の確保に努めます。

医療機関が産科医等に支給する分娩手当
に対して一部補助することで、医師の処
遇改善ができた。

2,246

産科医の確保を目的に、医師の処遇改善
を図るため、市内分娩取扱医療機関が産
科医等へ支給する分娩手当の一部を補助
する。
対象医療機関：興生総合病院

2,400 保健福祉課

22
周産期医療体制維持継
続等支援事業

市内産科医療機関における分娩体制及
び周産期医療体制の維持を図るため、
分娩に必要な経費の一部を補助しま
す。

継続して医療機関への補助を行い、市
民が安心して出産・子育てができるよ
う、周産期医療体制の確保に努めま
す。

分娩に必要な経費の一部を補助すること
で、市内医療機関における分娩体制及び
周産期医療体制の維持継続に努めた。

2,240

市内医療機関における分娩体制及び周産
期医療体制の維持継続のために、分娩に
必要な経費の一部を補助する。対象医療
機関:興生総合病院

2,710 保健福祉課

23
乳幼児等医療費助成事
業

子どもの疾病の早期発見・治療の促進
と、家庭の経済的負担の軽減を図るた
め、保険診療医療費の一部を助成しま
す。
受給対象者：中学校卒業まで
(15歳到達後、最初の3月31日まで)

令和 5 年 10 月から対象者を 18歳ま
でに拡充し、所得制限を撤廃します。

●

引き続き中学校卒業までの子どもを受給対象
者として実施した。
受給資格者（R5.3.31現在）
・未就学児　3,280人（前年度 2,968人）
・小学生　　3,592人（前年度 3,711人）
・中学生　　2,139人（前年度 2,149人）
　合　計　　9,011人（前年度 8,828人）

201,647

令和5年10月から制度拡充を行う。
【対象年齢】
　中学校卒業まで(15歳到達後、最初の3
月31日まで)　→　高校卒業まで(18歳到
達後、最初の3月31日まで)
【所得制限】
　あり→なし

221,128 子育て支援課

24
不妊検査・不妊治療費
助成事業

不妊検査費、一般不妊治療費の一部及
び特定不妊治療費、男性不妊治療費の
一部を助成します。

制度に基づき、引き続き助成します。
不妊検査一般不妊治療費補助　22件
特定不妊治療費補助　延べ38件
不育治療補助　1件

6,052

令和4年4月1日より不妊治療の一部が保険
適用となるため、特定不妊治療補助制度
は先進医療にかかった治療費のうち、県
の助成金を控除した金額の上限5万円とし
ている。一般不妊治療は令和4年度から、
妊娠を経て再度開始した治療も補助対象
としている。不育治療は昨年度と変わら
ず制度に基づき助成する。

5,340 こども安心課
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基本目標１　安心して子どもを生み、育てることができる環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

１-４　教育・保育サービス等の充実　

25
通常保育事業
（認可保育所及び認定
こども園）

保育が必要な児童（2号、3号）には、
保育所及び認定こども園で保育サービ
スを提供し、教育が必要な児童（1
号）には認定こども園で教育サービス
を提供します。

幼児教育・保育の無償化による動向変
化を見据えたうえで、未入所児童及び
待機児童0人に向けて、保育人材確保
に取り組み、事業者間調整を行い、受
け皿の確保に努めます。
【未入所児童数】
　(Ｈ30)102人 ⇒ (Ｒ6)0人
【待機児童数】
　(Ｈ30)33人 ⇒ (Ｒ6)0人

●

【実施か所数】
　公立　11か所
　私立　12か所　計23か所
　　未入所児童：21人
　　待機児童  ： 0人

2,335,371

【実施か所数】
　公立　11か所
　私立　12か所　計23か所
　　未入所児童：16人
　　待機児童  ： 0人

2,287,153 こども保育課

26 延長保育事業
通常の保育時間を超えて保育サービス
を提供します。

実施か所数の増加について、幼児教
育・保育の無償化による動向変化等を
見据えたうえで、需要の動向を見極め
ながら検討します。
※Ｈ31実施か所数 19か所

●

【実施か所数】
　公立　4か所
　私立　12か所
　小規模　4か所　
　事業所内　1か所　計21か所

18,874

【実施か所数】
　公立　4か所
　私立　12か所
　小規模　4か所　
　事業所内　1か所　計21か所

31,456 こども保育課

27 預かり保育事業
認定こども園において教育が必要な児
童（1号）を預かる保育サービスを提
供します。

【実施か所数（公立）】
　(H30)2か所 ⇒ (R6)2か所

●
【実施か所数】
　公立　2か所

6
【実施か所数】
　公立　2か所

136 こども保育課

28 夜間保育事業
午後8時以降に保育サービスを提供し
ます。

需要の動向を見極めながら実施を検討
します。

0か所（検討） － 0か所（検討） － こども保育課

29 休日保育事業
日曜、祝日に保育サービスを提供しま
す。

実施か所数の増加について、幼児教
育・保育の無償化による動向変化等を
見据えたうえで、需要の動向を見極め
ながら検討していきます。
※Ｈ31実施か所数　1か所

●
【実施か所数】
　私立　1か所（愛光園）

3,382
【実施か所数】
　私立　1か所（愛光園）

3,382 こども保育課

30
幼稚園・保育所等適正
配置事業

次世代を担う子どもたちに適切な教
育・保育条件を整えるため、保育所・
幼稚園の施設再配置及び認定こども園
設置を推進します。

幼児教育・保育の無償化による動向変
化を見据えたうえで、未入所児童及び
待機児童0人に向けて、保育人材確保
に取り組み、事業者間調整を行い、受
け皿の確保に努めます。
【未入所児童数】
　(Ｈ30)102人 ⇒ (Ｒ6)0人
【待機児童数】
　(Ｈ30)33人 ⇒ (Ｒ6)0人

【未入所児童数】21人
【待機児童数】0人

－
【未入所児童数】16人
【待機児童数】0人

－
教育振興課
こども保育課
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基本目標１　安心して子どもを生み、育てることができる環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

31
幼児教育・保育の質の
維持向上事業

三原市保育協議会等への支援や、市内
幼児教育・保育施設での公開研究会等
への参加を促進することにより、幼稚
園教諭、保育士及び保育教諭の資質の
向上に努めます。

引き続き研究団体へ助成するととも
に、公開研究会等の開催周知に努めま
す。

研究団体へ助成するとともに、保育士等
へ公開研究会等の開催周知を行い、資質
の向上に努めた。

－
引き続き研究団体へ助成するとともに、
公開研究会等の開催周知に努める。

－ 教育振興課
こども保育課

32
就労・移住定住支
援事業

移住して民間の施設（医療、介護・
福祉、幼稚園、保育園等）に新規就
労する者に対して、引越費・家賃・
養育費を交付します。併せて幼稚
園教諭、保育士、保育教諭の新規就
労者（市内在住者も可）に対して就
労奨励金を交付します。

【支援制度を利用した新規就労
者の数】
(R４)新規 ⇒(R5)15 

○移住支援金
　9人　1,966千円
○就労奨励金
　5人　1,000千円

2,966

○移住支援金
　460千円×10人
○就労奨励金
　200千円×10人

6,600 地域企画課

33 小規模保育事業
0歳児～2歳児の保育の量的拡充を図る
ため、定員6～19人までの小規模で家
庭的な雰囲気のもと保育します。

未入所児童及び待機児童の解消のた
め、事業者間調整を行い、受け皿の確
保に努めます。
※Ｈ31実施か所数　3か所

●
【実施か所数】
　私立　4か所

115,004
【実施か所数】
　私立　4か所

106,326 こども保育課

34 事業所内保育事業

0歳児～2歳児の保育の量的拡充を図る
ため、民間事業所内に設置している事
業所内保育施設で、地域の児童を保育
します。

未入所児童及び待機児童の解消のた
め、事業者間調整を行い、受け皿の確
保に努めます。
※Ｈ31実施か所数　1か所

●
【実施か所数】
　私立　2か所

78,383
【実施か所数】
　私立　2か所

90,933 こども保育課

35 居宅訪問型保育事業

0歳児～2歳児を対象に、障害や疾病な
どで、集団保育が著しく困難な児童
を、その児童の居宅において1対1で保
育します。

幼児教育・保育の無償化による動向変
化を見据えたうえで、需要の動向を見
極めながら実施を検討します。

0か所（検討） － 0か所（検討） － こども保育課

36 家庭的保育事業

市町村が認定した家庭的保育者に居宅
等における0歳児～2歳児の乳幼児を対
象とした定員5人以下の保育をしま
す。

幼児教育・保育の無償化による動向変
化を見据えたうえで、需要の動向を見
極めながら実施を検討します。

0か所（検討） － 0か所（検討） － こども保育課

37 一時預かり事業

保育所等に入所していない児童を対象
に、保護者の冠婚葬祭、傷病等の緊急
的・一時的な保育や、認定こども園に
在籍する満3歳以上の1号認定子ども
で、教育時間の前後又は長期休業日等
に当該施設において一時的に保育しま
す。

幼児教育・保育の無償化による動向変
化等を見据えたうえで、需要の動向を
見極めながら継続及び充実に努めま
す。
※Ｈ31実施か所数　13か所

●
【実施か所数】
　公立　3か所
　私立　6か所　計9か所

27,980
【実施か所数】
　公立　3か所
　私立　9か所　計14か所

35,846 こども保育課
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基本目標１　安心して子どもを生み、育てることができる環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

38
ファミリー・サポー
ト・センター事業

子育ての援助が必要な人（依頼会員）
に対して、援助ができる人（提供会
員）を紹介し、地域住民同士の相互援
助活動を促進します。事前の会員登録
が必要です。

利用しやすい制度となるよう、援
助ができる人（提供会員）を増や
すための取組や、制度の周知、マッ
チングしやすい環境づくりに努め
ます。
【年間延利用件数】
(H30)701 件 ⇒ (R6)850 件
【年間実利用者数】
(H30)20 人 ⇒ (R6)60 人

●

・R4年度から、児童館「ラフラフ」に会
員募集やマッチング等の業務を行うアド
バイザーを配置した。
・民間事業者に委託し、子育て世帯の
ニーズ調査、提供会員の掘り起こし、人
材育成（研修）を実施した。
 年間延利用件数  525件
 年間実利用者数　 30人(R3比較2.7倍)
 提供会員登録者数 22人(R3比較4.4倍)

7,841

・児童館「ラフラフ」にアドバイザーを
配置し、会員募集・マッチング・子育て
世代と提供会員の交流会等を実施
・利用促進と情報発信のため、これまで
ファミサポを利用したことがない依頼会
員を対象に、初回の利用料を無料とする
「お試し利用制度」を新たに実施
・提供会員の確保・育成のため、研修会
を実施

3,203 子育て支援課

39 病児・病後児保育事業

病気の回復期にあり、集団保育の実施
が困難な児童を対象に、その期間中、
保育所等の専用スペースで一時的に預
かります。

幼児教育・保育の無償化による動向変
化を見据えたうえで、需要の動向を見
極めながら継続に努めます。
※Ｈ31実施か所数　4か所

●

【実施か所数】
　4か所　
　病後児対応 1か所(愛光園)
　体調不良児対応 2か所(さくら・紅梅)
　病児保育　1か所(円一)

23,865

【実施か所数】
　4か所　
　病後児対応 1か所(愛光園)
　体調不良児対応 2か所(さくら・紅梅)
　病児保育　1か所(円一)

23,865 こども保育課

40 ショートステイ事業

保護者が疾病等の理由により家庭での
児童の養育が困難になった場合に、児
童養護施設等で一時的に養育します。
宿泊を伴う事業です。（原則７日以
内）

実態の把握に努め、関係機関と連携し
て適切に実施します。

● R4年度実績　0件 －
実態の把握に努め、関係機関と連携して
適切に実施する。

146 子育て支援課

41
トワイライトステイ事
業

保護者が仕事等により帰宅が恒常的に
夜間にわたったり、恒常的な休日勤務
のために児童の養育が十分できない場
合に、児童養護施設等で一時的に養育
します。（原則宿泊なし・22時まで）

需要の動向を見極めながら実施を検討
します。

R4年度実績　0件 －
需要の動向を見極めながら実施を検討す
る。

－ 子育て支援課

42
放課後児童健全育成事
業（放課後児童クラ
ブ）

保護者が就労等のため昼間留守となる
家庭の小学生を対象に、小学校の余裕
教室等において、適切な遊びや生活の
場を提供し、健全な育成を図ります。

待機児童の解消に向けて施設整備を進
めるとともに、市民ニーズを踏まえ利
用しやすい環境整備に取り組みます。
【待機児童数】
　(Ｈ30)46人 ⇒ (Ｒ6)0人

●

・土曜日以外の終了時間の変更（18：00
から30分間の延長）を実施した。
※R5.3.31現在 待機児童0人
・新型コロナ対策として、9クラブに換気
機能を搭載した空調設備を整備した。
・1クラブのトイレを改修しクラブの環境
改善を図った。

266,688

・平日の1日開所時の開所時間の変更(8：
00⇒7：30)を実施する。
・これまでは書面のみであったが、イン
ターネットによる電子申請の受付を実施
する。
・支援員のスキルアップを目的とした、
研修を実施する（年2回）。
・1クラブの耐震工事の実施、トイレ及び
手洗い場の増設によりクラブの環境改善
を図る。
※R5.4.1現在 待機児童0人

328,298 子育て支援課

１-５　経済的支援の充実

8
出産・子育て応援
給付金事業
（1-2 の再掲）

妊娠届や出産届を行った妊産婦等
に対して、給付金を支給するとと
もに、伴走型の相談支援を行いま
す。

妊娠届や出産届を行った妊産婦等
に対して、給付金を支給するとと
もに、伴走型の相談支援を行いま
す。

出産応援給付金　629人
子育て応援給付金　354人

49,905
妊娠届や出産届を行った妊産婦等に対し
て、給付金を支給すると共に、伴走型の
相談支援を行う。

45,337 こども安心課

43 児童手当給付事業

子どもを養育している家庭の生活安定
と次世代の社会を担う子どもの健全な
育成を図るため、国の制度に基づき、
手当を支給します。
受給対象者：中学校卒業まで
(15歳の誕生日後の最初の3月31日ま
で)の児童を養育している方

国の制度に基づき、適切に手当を支給
します。

●
国の制度に基づき手当を支給した。
受給対象児童数　9,268人(R5.3.31現在)

1,226,080 制度に基づき、引き続き助成する。 1,191,600 子育て支援課
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基本目標１　安心して子どもを生み、育てることができる環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

44
チャイルドシート購入
費助成事業

申請日において6歳未満の児童を養育
している人を対象に、チャイルドシー
トの購入費を助成します。（児童1人
につき1回限り）

引き続き助成を実施することにより、
保護者の経済的負担の軽減と交通安全
対策を図り、乳幼児の健全育成に努め
ます。また、制度の周知にも努めま
す。

助成対象者　234件
児童1人につき1回限り
上限5,000円

1,170

助成についての啓発を図り、引き続き助
成する。
児童1人につき1回限り　助成金額上限
5,000円

1,308 子育て支援課

45 奨学金貸付事業
教育の機会均等を図るため、高等学
校・高等専門学校生への奨学金貸付を
実施します。

引き続き実施するとともに、制度の周
知に努めます。

● 新規貸付人数　0人 0 新規貸付人数 2人(見込み) 1020 学校教育課

46 就学援助事業

経済的な理由により就学が困難な児
童・生徒の保護者に対して、学校教育
に必要な学用品や学校給食費等を援助
します。

引き続き実施するとともに、制度の周
知に努めます。

●

支給人数　1,372人
　就学前　　 82人
　小学校　　817人
　中学校　　473人

112,892

支給人数　1,297人
　就学前　　 82人（R3年度実績）
　小学校　　772人（R4.6.14時点 保留含
む）
　中学校　　443人（R4.6.14時点 保留含
む）

120,112 学校教育課

47
離島乳幼児通園・
通所乗船費補助事
業

鷺浦地域から市内の教育・保育施
設に通園・通所する乳幼児に付き
添う保護者の乗船料を補助しま
す。

引き続き実施するとともに、制度
の周知に努めます。 

R4年度実績　2人 326
引き続き実施するとともに、制度
の周知に努めます。 

614 子育て支援課

48
予防接種事業
（小児インフルエンザ
予防接種費補助事業）

生活保護世帯と市民税非課税世帯に属
する0歳（生後６か月）から中学３年
生までの子どもに対し、季節性インフ
ルエンザ予防接種費の助成を行いま
す。

継続して実施するとともに、制度の周
知に努めます。

●

生活保護世帯と市民税非課税世帯に属す
る生後6か月～中学校3年生の子どもに対
し、予防接種費用を全額公費負担する。
・682件接種（実人数413人）

2,582

子どもの貧困対策として、貧困状態によ
る受診控え対策のために生活保護世帯及
び市民税非課税世帯に対し予防接種費用
を全額公費負担するため、 継続実施

550 こども安心課

23
乳幼児等医療費助成事
業
（1-3の再掲）

子どもの疾病の早期発見・治療の促進
と、家庭の経済的負担の軽減を図るた
め、保険診療医療費の一部を助成しま
す。
受給対象者：中学校卒業まで
(15歳到達後、最初の3月31日まで)

令和 5 年 10 月から対象者を 18歳ま
でに拡充します。

●

引き続き中学校卒業までの子どもを受給対象
者として実施した。
受給資格者（R5.3.31現在）
・未就学児　3,280人（前年度 2,968人）
・小学生　　3,592人（前年度 3,711人）
・中学生　　2,139人（前年度 2,149人）
　合　計　　9,011人（前年度 8,828人）

201,647

令和5年10月から制度拡充を行う。
【対象年齢】
　中学校卒業まで(15歳到達後、最初の3
月31日まで)　→　高校卒業まで(18歳到
達後、最初の3月31日まで)
【所得制限】
　あり→なし

221,128 子育て支援課

49
ファーストマイホーム
応援事業

三原市内において、新たに住宅を取得
する若年層世帯（40歳未満の夫婦、15
歳未満の子がいる世帯）に対して、補
助金を交付します。

若年人口増と地域活動への参画を図る
ため、市内での住宅取得費の一部を支
援します。
【市の定住相談窓口を利用して市外か
ら移住を決めた世帯数(世帯)】
　(H30)23世帯 ⇒ (R6)40世帯

○移住者分　32世帯　20,500千円
　R4現年分  16世帯　10,400千円
　R3債務負担分　16世帯　10,100千円
〇分譲地分　 6世帯　5,424千円
　R4現年分　1世帯　1,000千円
　R2債務負担分　5世帯　4,424千円

25,924

〇移住分　17,500千円
　基本額500千円＋加算200千円
　700千円×25件
〇分譲地分　10,000千円
　基本額800千円＋加算200千円
　1,000千円×10件

27,500 地域企画課
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基本目標１　安心して子どもを生み、育てることができる環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

3
結婚新生活支援事
業
（1-１の再掲）

新婚世帯（合計所得が 400 万円
未満の 40 歳未満の夫婦）に対し
て、市内の住宅の取得費用・リ
フォーム費用・賃借費用、引越費
用の一部を補助します。

【支援制度を利用して移住・定住
した世帯数】
(R3)10 世帯 ⇒ (Ｒ6)18 世帯

支給実績　31世帯
内訳
・夫婦ともに三原市民
　　8世帯　 1,928千円
・どちらかが移住者
　　17世帯　4,820千円
・夫婦ともに移住者
　　6世帯　1,960千円

8,708

○基本補助
　29歳以下世帯　600千円×12世帯
　上記以外の世帯300千円×6世帯
○加算補助
　どちらかが移住者　200千円×6世帯
　夫婦ともに移住者　400千円×6世帯

12,600 地域企画課

１-６　子どもや子育て家庭にやさしい環境の整備

50 都市公園整備事業
都市公園の整備を推進し、子ども等が
快適に安心して遊べる空間を提供しま
す。

【都市公園数】
　(Ｈ30)94か所 ⇒ (Ｒ6)98か所
【トイレ水洗・洋式化公園数】
　(Ｈ30)22か所 ⇒ (Ｒ6)40か所

【公園整備数】 　　　　　　　　　　　　　
・2か所　 　　　　　   　　　　　　　　　
【トイレ水洗化公園数】
・1か所
【トイレ洋式化公園数】
・5か所

218,190

【公園整備数】　　 　　　　　　　　　　　
・1か所　　　　　　   　　　　　　　　
【トイレ洋式化公園数】
・42か所 ⇒ 45か所

110,000 都市開発課

51 児童遊園設置支援事業

地域住民の協力によって設置される
「児童遊園」の設置や管理を支援し、
子どもの健全な育成と安心・安全な遊
び場を確保します。

地域で適切な管理ができるよう引き続
き支援します。

次のとおり子どもが安心、安全に遊べる
よう管理の支援を行った。
・遊具点検、遊具修繕
・樹木点検、伐採、剪定

1,422
地域で適切な管理ができるよう引き続き
支援する。

1,284 都市開発課

52 遊具整備事業
久井地域及び大和地域に、多様な
子どもが遊ぶことのできる複合遊
具を整備します。

久井地域及び大和地域に、多様な
子どもが遊ぶことのできる複合遊
具を整備します。

久井地域及び大和地域に、インクルーシ
ブ遊具（誰もが遊べる遊具）を設置

19,642
子どもたちが安心、安全に遊べるように
遊具点検を実施

8

久井支所
地域振興課
大和支所

地域振興課

53 通学路安全対策事業
児童や歩行者が安心して利用できるよ
う、通学路の安全対策や歩道の整備を
行います。

【改良率】
・古城通糸崎線2　
(Ｈ30)81％ ⇒ (Ｒ6)100%
・本町古浜線4
(Ｈ30)52％ ⇒ (Ｒ6)100%
・円一皆実線
(Ｈ30)80％ ⇒ (Ｒ6)100%

【改良率】
・古城通糸崎線2　
　86％
・本町古浜線4
　61％
・円一皆実線
　100％

64,140

【改良率】
・古城通糸崎線2　
　86％ ⇒ 87%
・本町古浜線４
　61％ ⇒ 67%

136,800 都市開発課

54 交通安全事業

子ども自身の交通安全思想を育むた
め、幼児・児童・生徒を対象に、交通
指導員による交通指導を実施します。
また、各季交通安全週間に合わせ交通
安全キャンペーンを開催します。

・幼稚園、保育所、認定こども園、
小・中学校等での交通指導を引き続き
実施します。
・各季交通安全週間に合わせキャン
ペーン等を実施し普及啓発に努めま
す。

交通安全教室の継続実施
小学校：17校　中学校：4校
各季交通安全運動期間に合わせたキャン
ペーンを実施。
交通指導員を交通教室、警備などに派
遣。

3,202

交通安全教室の継続実施
小学校：18校　中学校：6校
各季交通安全運動期間に合わせたキャン
ペーンを実施。
交通指導員を交通教室、警備などに派
遣。

3,676 生活環境課

55 交通安全施設整備事業
交通事故を防止し、安全・円滑・快適
な交通環境の確保を図るため、道路反
射鏡など交通安全施設を整備します。

引き続き、安全・円滑・快適な交通環
境の確保を図るため、適切な点検･更
新を行うとともに、交通安全上必要と
なる場所について交通安全施設の整備
を行います。

交通安全上必要となる場所について、交
通安全施設の整備を行った。
・区画線　L=1,835m
・防護柵　L=40m
・道路反射鏡　N=39基

11,014
引き続き、交通安全上必要となる場所に
ついて、交通安全施設の整備を行う。

12,000 土木管理課
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基本目標１　安心して子どもを生み、育てることができる環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

56
子どもの安心・安全事
業

子どもの安全な環境づくりのため、地
域ぐるみ運動の促進などに取り組み、
見守り活動用品の貸与などを実施しま
す。

引き続き実施し、地域ぐるみの運動を
推進します。

継続実施
三原市通学路交通安全プログラム（H26.4策
定）に基づき、各小中学校から提出された危
険箇所を点検し、通学路の環境整備を行う。
※令和3年度は小学校区及び中学校区で実施
（例年は小中学校隔年実施だが、R3年度は千
葉県八街市での事故を受け小学校区において
も臨時的に実施した）。
地域ボランティア等に見守り活動用品を貸
与、見守り用品の補充。

5

継続実施
三原市通学路交通安全プログラム（H26.4
策定）に基づき、各小中学校から提出さ
れた危険箇所を点検し、通学路の環境整
備を行う。
※令和4年度は小学校区で実施（小中隔年
実施）。
地域ボランティア等に見守り活動用品を
貸与、見守り用品の補充。

30 生活環境課

57
通学路交通安全プログ
ラム事業

市内の小中学校の通学路危険箇所を点
検し、必要な対策・対応を行います。

引き続き実施し、通学路の環境整備を
推進します。

小・中学校における通学路の安全対策が
必要な箇所について、安全確保に努め
た。
・排水構造物設置　L=234m
・区画線　L=3,409m
・防護柵　L=390m
・道路改良　L=197m

106,223
引き続き、市内の小中学校の通学路危険
箇所を点検し、必要な対策・対応を行
う。

386,186
生活環境課
土木管理課
土木建設課

58
未就学児の移動経路の
安全対策

交通事故を防止し、安全・円滑・快適
な交通環境の確保を図るため、防止柵
や区画線など交通安全施設を整備しま
す。

未就学児が日常的に集団で移動する経
路について、適切な点検・更新を図る
とともに、交通安全施設の整備を行い
ます。

令和2年度で事業完了
今後対策が必要なか所が発生した場合
は、通常の維持修繕で対応する。

－
令和2年度で事業完了
今後対策が必要なか所が発生した場合
は、通常の維持修繕で対応する。

－ 土木管理課

59 安心・安全情報の共有
災害情報や防犯情報等を、登録された
メールアドレスに配信し、保護者等と
情報の共有化に努めます。

【メールアドレス登録者数】
　(Ｈ30)8,555人 ⇒ (Ｒ6)10,000人

【R4年度配信実績】
 663件
【R5.3.31時点の登録件数】
 9、169件

1,426

【継続実施】
災害情報、防犯情報等の、市民の安心・
安全に関わる情報を登録されたメールア
ドレスに配信し、保護者等と情報の共有
化に努める。

1,426 危機管理課
生活環境課

60 防犯灯維持管理事業
通学路等の歩道に対して、防犯灯の設
置を促進するとともに、適切な維持管
理を行います。

引き続き、防犯灯の設置を促進し、適
切な維持管理を行います。

継続実施
R5.3.31現在の防犯灯数 9,017灯
三原：5,969灯
本郷：1,332灯
久井：  704灯
大和：1,012灯

9,958
継続実施
町内会等からの申請に基づき、防犯灯を
新規設置する。

12,652 生活環境課

61
安心安全事業
（防犯ブザー購入費補
助）

児童生徒の安全確保のため、小学校新
入生などを対象に、防犯ブザー購入費
を助成します。

小学校新入生を対象に、防犯ブザー購
入費補助を実施します。

市内小学校新1年生689人に防犯ブザー購
入費を助成

144
市内小学校新1年生689人に防犯ブザー購
入費を助成(見込み)

138 学校教育課

11



基本目標２　子どもが心豊かにたくましく育つ環境づくり

【基本施策】

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

【評価指標】

H30 R2 R3 R4 R5 R6 R4目標値を達成できなかった場合はその理由 担当課

目標値 上昇

実績値 75.9%

目標値 上昇

実績値 69.7%

目標値 2回 3回 4回 5回 6回

実績値 2回 3回 1回 4回

目標値 1回 2回 2回 3回 3回

実績値 1回 1回 4回 2回

目標値 128回 128回 128回 128回 128回

実績値 110回 17回 76回 163回

目標値 500人 750人 1,000人 3,650人 3,900人

実績値 151人 1,727人 2,381人 4,022人

目標値 2か所 3か所 4か所 5か所 6か所

実績値 2か所 4か所 4か所 5か所

目標値 4人 5人 6人 8人 10人

実績値 3人 4人 6人 6人

子育てに関する学習機会の提供

食育の推進

社会活動や就職活動の支援

豊かな心を育む教育活動の推進

子どもの居場所の充実　　★重点

青少年健全育成の推進

評価指標

意
識
調
査

子育てが楽しいと回答した保護者の割合
（小学校入学前）

子育て支援課

子育てが楽しいと回答した保護者の割合
（小学生）

子育て支援課

育児応援事業（子育てに関する学習機会の
提供）実施回数

子育て支援課

中高生対象イベントの実施回数 子育て支援課

図書館での読み語り行事実施回数 生涯学習課

児童館の中高生来館者数（延べ） 子育て支援課

子ども食堂実施か所数 子育て支援課

若者居場所づくり事業参加者数 生涯学習課

活
動
指
標

12



基本目標２　子どもが心豊かにたくましく育つ環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

２-１　子育てに関する学習機会の提供

62
育児応援事業
（子育てに関する学習
機会の提供）

子育て中の保護者を対象に、ワーク・ラ
イフ・バランスの実現や虐待防止等につ
ながる各種講演会・研修会を開催し、子
育てに関する学習機会を提供します。

【実施回数】
　(H30)2回 ⇒ (R6)6回

児童館「ラフラフ」において講座を企
画し実施した。
実施回数：4回
・mama's（ままず）母親同士の交流

－

引き続き児童館「ラフラフ」におい
て、子育て中の保護者を対象にした講
座・講演会・研修会を企画し実施す
る。

－ 子育て支援課

63
中高生対象イベント実
施事業

次世代の親を育成するため、児童館等に
おいて、中高生を対象とした乳幼児とふ
れあう保育体験など、子育てに関して学
習の機会となるイベントを実施します。

【実施回数】
　(H30)1回 ⇒ (R6)3回

児童館「ラフラフ」において、中高生
対象のイベントを企画し実施した。
実施回数：2回
・認知症について知ろう、考えよう
・「生」と「性」について

－
児童館「ラフラフ」に関わる中高生の
意見を聞き、中高生が求めるイベント
を企画し実施する。

－ 子育て支援課

２-２　食育の推進

64
乳幼児のための食生活
啓発事業

乳幼児の栄養についての話と調理実習を
行い、各家庭において栄養バランスの取
れた望ましい食生活の普及啓発に努めま
す。

継続して普及啓発に努めます。 ●
継続実施(生涯学習まちづくり出前講
座)

－ 継続して普及啓発に努める。 － こども保育課

65
食育推進事業
（親子食育教室）

親子のふれあいや調理実習、食育講話や
クイズを通した食育の推進と健康づくり
のための教室を開催します。

小学校等と連携し子どもや保護者への食
育推進を図ります。
【実施回数】
　(H30)9回 ⇒ (R6)10回

●

小学校等と連携し子どもや保護者への
食育推進のための食育教室を実施。
【実施回数】
　8回（新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、講話・配布による開催を
含む）

37

小学校等と連携し子どもや保護者への
食育推進のための食育教室を継続実
施。
【実施回数(予定)】
　8回（新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、講話・配布による開催を
含む）

209 保健福祉課

66
食育推進事業
（ヘルスサポーター事
業）

中学生・高校生に対し、食を通した健康
づくりの実践者となるよう、情報発信や
体験学習機会を提供します。

中学校・高校と連携し、子ども（中学
生・高校生）への食育推進を図ります。
【体験学習会実施回数】
　(H30)6回 ⇒ (R6)8回

●

中学校・高校と連携し、子ども（中学
生や高校生）への食育推進のための情
報発信や体験学習による講習会を実
施。
【体験学習会実施回数】
　6回 （新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、講話・配布による開催を
含む）

27

中学校・高校と連携し、子ども（中学
生や高校生）への食育推進のための情
報発信や体験学習による講習会を継続
実施。
【体験学習会実施回数(予定)】
　6回 （新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、講話・配布による開催を
含む）

130 保健福祉課

67
食育推進事業
（レシピコンテスト）

高校生を対象に、“自分で作る朝ごは
ん”のレシピを募集し、自らメニューを
考え実際に作る機会を提供します。入賞
作品を活用して、食に対する関心を高め
る機会を提供します。

市内高校生を対象として、朝食習慣の定
着化と子どものころからの生活習慣病予
防を図ります
【事業に参加する市内高校数】
　(Ｈ30)4校 ⇒ (Ｒ6)4校

●

朝食習慣の定着化と子どものころから
の生活習慣病予防を目的に、市内高校
生を対象として実施。
【事業に参加する市内高校数】
　4校 

139

朝食習慣の定着化と子どものころから
の生活習慣病予防を目的に、市内高校
生を対象として継続実施。
【事業に参加する市内高校数】
　5校 

152 保健福祉課

68
食育推進事業
（クッキング保育）

保育所及び認定こども園の児童を対象
に、食育年間計画に基づきクッキング保
育を実施します。
菜園活動を通して、育てることから調理
まで体験することで、食への関心と意
欲、食べ物への感謝の心を培います。
また、保護者を対象に試食会を実施し、
食への理解と関心を深めます。

【実施か所数（公立）】
　(H30)11か所 ⇒ (R6)11か所
【年間平均実施回数（公立）】
　(H30)12.5回 ⇒ (R6)13回

●
【年間平均実施回数(公立)】
　7.3回

- 継続して実施する。 － こども保育課

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課
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基本目標２　子どもが心豊かにたくましく育つ環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

２-３　社会活動や就職活動の支援

69
中高生対象イベント実
施事業
（２－１の再掲）

次世代の親を育成するため、児童館等に
おいて、中高生を対象とした乳幼児とふ
れあう保育体験など、子育てに関して学
習の機会となるイベントを実施します。

【実施回数】
　(H30)1回 ⇒ (R6)3回

児童館「ラフラフ」において、中高生
対象のイベントを企画し実施した。
実施回数：2回
・認知症について知ろう、考えよう
・「生」と「性」について

－
児童館「ラフラフ」に関わる中高生の
意見を聞き、中高生が求めるイベント
を企画し実施する。

－ 子育て支援課

70 Jデスクみはら事業
若者の市内への就職意識を高めるため、
企業情報誌を作成し、市内の中学生、高
校生等へ配布します。

毎年市内50社程度を掲載し、市内中学2年
生、高校2年生等へ配布します。

●

市内中学校及び高等学校に通う生徒並
びに周辺市町の高等学校、大学等に提
供し、市内企業の認知度向上及び市内
企業での就職の意識付けを図った。　
・掲載企業数 52社
・作成部数 4,000冊

1,342 継続して実施する。 1,900 商工振興課

２-４　豊かな心を育む教育活動の推進

71
たくましく生きる力育
成事業

「たくましく生きる力を育む三原教育宣
言」に基づき、学校・家庭・地域が連携
し市民協働で、子育て「金のルール」を
推進します。
子どもたちの元気の素「金のルール」～
「早寝・早起き・朝ごはん・読書・あい
さつ・靴そろえ」～

引き続き、市民協働で取組を推進しま
す。

早寝（小：10時前、中：11時前）
　小学校73.0％　中学校48.2％
早起き（７時前に起床）
　小学校67.6％　中学校49.8％
朝ごはん（毎日食べる）
　小学校95.8％　中学校92.0％
読書（週に3日以上読む）
　小学校61.3％　中学校33.6％

－

早寝、早起き、朝ごはん、読書の推進
については７月の校園長会で周知し、
年間を通して取組を進める。各小・中
学校に継続して長期的に取り組んでい
くことの重要性を伝え、児童生徒の生
活習慣の定着を図る。

－ 学校教育課

72 青少年体験学習事業

シンガポールの中学生や湯河原町の小学
生との交流、青少年教育施設での活動、
郷土学習等の体験活動を通じて、青少年
の「学びの場」・「活動の場」を提供し
交流を図ります。

【参加者】
　(H30)532人 ⇒ (R6)550人

親善都市 　24人
海外研修(オンライン)　17人
宇根山天文台
・観望会、ｺﾝｻｰﾄ 435人
・天文工作教室　61人　　
計496人

1,514

親善都市 30人
海外研修 14人
宇根山天文台（指定管理者制度利用）
・観望会、ｺﾝｻｰﾄ(7回×50人) 350人
・天文工作教室(3回×15人) 45人
計439人

4,816 生涯学習課

73
「学び・体験の場」
提供事業

子どもたちの将来に向け、仕事・
職業などに関する体験を通じた学
びの場を提供します。

継続的に講座を開催します。
全国の事例調査や先進地視察、専門業
者からの情報収集を行い、事業を検討
した。

119

主に小学生を対象に、仕事・職業に関
する学びの場を提供する「こどもおし
ごとチャレンジ」を実施
・仕事体験講座の定期開催
・体験イベントの開催
・オンライン講座の開催
・仕事・職業を学ぶ映像等コーナーの
設置

20,000 子育て支援課

74
子どもの読書推進活動
事業

子どもが本と出会い、読書に親しむこと
ができる場となるよう、市立図書館にお
いて読み語りなどの行事や乳幼児・児
童・生徒が親しみやすい図書の収集・案
内を積極的に行います。

【読み語り行事実施回数】
・中央図書館
　(Ｈ30)67回 ⇒ (Ｒ6)80回
・本郷図書館
　(Ｈ30)11回 ⇒ (Ｒ6)12回
・久井図書館
　(Ｈ30)12回 ⇒ (Ｒ6)12回
・大和図書館
　(Ｈ30)20回 ⇒ (Ｒ6)24回

【読み語り行事実施回数】
・中央図書館
　(R4)94回
・本郷図書館
　(R4)11回
・久井図書館
　(R4)11回
・大和図書館
　(R4)47回

－

【読み語り行事実施回数】
・中央図書館
　(R5)80回
・本郷図書館
　(R5)12回
・久井図書館
　(R5)12回
・大和図書館
　(R5)24回

－ 生涯学習課
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基本目標２　子どもが心豊かにたくましく育つ環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

２-５　子どもの居場所の充実

75
児童館運営事業
（児童館機能の充実）

講座・イベント等を通して、0歳～18歳未
満の全ての児童の健全な育成を図りま
す。また、現在利用の少ない中高生を含
め、全ての児童と保護者が気軽に利用で
きる自由な居場所となるよう、機能の充
実に取り組みます。

【年間延来館者数】
　(H30)14,814人 ⇒ (R6)29,100人
【中高生の年間延来館者数】
　(H30)151人 ⇒ (R6)3,900人
【中高生が関わるイベント実施回数】
　(H30)2回 ⇒ (R6)24回

●

・0歳～18歳の子どもと保護者を対象
に、それぞれの年代に合わせたイベン
トや、世代間の交流を実施し、利用者
の増加に取り組んだ。
・ラフラフを利用する子ども(小中高
生)や保護者が、職員と一緒にイベン
ト企画等の運営に関わるなど、運営に
利用者の意見を取り入れることで、気
軽に利用できる環境整備に取り組ん
だ。
・ウィズコロナ下の取組として、自宅
等からオンラインで参加できるイベン
トや、他地域の児童館とのオンライン
交流等を実施した。
年間延来館者数：28,924人
中高生の年間延来館者数：4,022人
中高生が関わるイベント実施回数：23
回

25,817

・【新規】ラフラフから遠い地域に職
員が出向き、遊びや体験機会を提供す
る「おでかけ児童館事業」を実施する
ことで、地域全体での健全育成の環境
づくりに取り組む。
・ラフラフの情報発信や、イベントの
魅力向上を図り、来館者数の増加に向
けて取り組む。
・市内学校との連携や、中高生向けイ
ベントの実施を通して、中高生来館者
数の増加に向けて取り組む。

27,023 子育て支援課

42

放課後児童健全育成事
業
（放課後児童クラブ）
（１-４の再掲）

保護者が就労等のため昼間留守となる家
庭の小学生を対象に、小学校の余裕教室
等において、適切な遊びや生活の場を提
供し、健全な育成を図ります。

待機児童の解消に向けて施設整備を進め
るとともに、市民ニーズを踏まえ利用し
やすい環境整備に取り組みます。
【待機児童数】
　(Ｈ30)46人 ⇒ (Ｒ6)0人

●

・土曜日以外の終了時間の変更（18：
00から30分間の延長）を実施した。
※R5.3.31現在 待機児童0人
・新型コロナ対策として、9クラブに
換気機能を搭載した空調設備を整備し
た。
・1クラブのトイレを改修しクラブの
環境改善を図った。

266,688

・平日の1日開所時の開所時間の変更
(8：00⇒7：30)を実施する。
・これまでは書面のみであったが、イ
ンターネットによる電子申請の受付を
実施する。
・支援員のスキルアップを目的とし
た、研修を実施する（年2回）。
・1クラブの耐震工事の実施、トイレ
及び手洗い場の増設によりクラブの環
境改善を図る。
※R5.4.1現在 待機児童0人

328,298 子育て支援課

76
放課後子ども教室推進
事業

小学校の図書室や体育館等を活用して、
子どもたちの安心・安全な活動場所を設
け、学校・地域・家庭との連携のもと、
地域住民の参画を得て、勉強やスポー
ツ・文化活動、交流活動等の取組を進め
ます。

地域の実情や需要、開設場所や放課後子
ども教室のボランティアスタッフの確保
等を勘案しながら、適切な実施箇所の確
保をめざします。

● 継続　計21箇所（全小学校区） 7,262 継続　計21箇所（全小学校区） 9,560 生涯学習課

77
子ども食堂開設支援事
業

子どもの孤食を防止するとともに、安心
感や幸福感を味わえる地域の居場所を提
供するため、子ども食堂の開設を支援し
ます。

【実施か所数】
　(H30)2か所 ⇒ (R6)6か所

●

三原市社会福祉協議会に委託し、子ど
も食堂の開設を支援。市内2か所の子
ども食堂が新たに開設した。
・本町「フレンド」
・西宮「福ふく食堂」

12

・三原市社会福祉協議会に委託し、子
ども食堂の開設に向けた関係機関との
調整や、開設に必要な備品類の購入経
費を支援する。
・子ども食堂を実施する団体間の連
携、情報共有を支援するため、ネット
ワーク会議を開催する。
・利用促進を図るため、情報発信を強
化する。

175 子育て支援課
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基本目標２　子どもが心豊かにたくましく育つ環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

２-６　青少年健全育成の推進

78 青少年健全育成事業

社会生活を円滑に営むうえでの困難を有
する子どもや若者を支援するため、啓発
事業や青少年の居場所づくり事業を実施
します。

【参加者数】
・若者居場所づくり事業
　(H30)3人 ⇒ (R6)10人

【実参加者数】
若者居場所づくり事業　6人
開催日数　24回
個別相談、ミーティング、屋外活動、
レクリエーション等を実施。

245

【実参加者数】
若者居場所づくり事業　8人
開催日数　24回
個別相談、ミーティング、屋外活動、
レクリエーション等を実施。

245 生涯学習課

79
学ぶ力育成事業
（教育支援センター）

不登校児童生徒を対象に、体験活動や学
習指導・スポーツを通じて集団生活への
適応、情緒の安定を図り、学習機会の確
保や社会的自立を支援します。

不登校児童生徒への支援の充実を図りま
す。

令和4年度は5名の青少年指導相談員を
配置し、通室生は29名であった。相談
件数は、来所相談が606件、電話相談
が352件、訪問相談が81件であった。
学校とふれあい教室の連携が深まった
ことが通室生が増えた要因の一つとし
て考えられる。

9,963

教育支援センターとして、不登校児童
生徒に対して、社会的自立に向けて支
援する。青少年指導相談員は、小中学
校の教育相談担当者や学校ふれあい相
談員等と連携を図り、不登校児童生徒
の実態を適切に把握する中で、個別最
適な学習機会を確保する。

9,987 学校教育課

80
学ぶ力の育成事業
（学校ふれあい相談員
の配置）

学校に配置する「学校ふれあい相談員」
によるによる児童・生徒の悩み等への相
談に努めます。

不登校児童生徒への支援の充実を図りま
す。

令和4年度は10名の学校ふれあい相談
員を配置し、多様な学びの場を提供す
るとともに、学校ふれあい教室が不登
校児童生徒の居場所の１つとなって学
校に位置付き、支援を受けることがで
きていることは成果であった。

10,291

学校ふれあい教室では、子供が成長す
るために、学校内で、「登校支援」と
「学習支援」をする場として設置され
ており、個別最適な学びの実現に向け
不登校支援の充実を図る。

10,416 学校教育課

81
青少年教育施設管理運
営事業

自然体験や集団研修の場・機会を提供す
ることにより、自主性・社会性・協調性
の向上を図ります。

【延利用者数】
　(H30)5,956人 ⇒ (R6)7,200人

宇根山天文台　2,123人
宇根山家族旅行村　4,199人
サギ・セミナー・センター　1,202人
延利用者数 7,524人

22,265

宇根山天文台　2,300人
宇根山家族旅行村　4,600人
サギ・セミナー・センター　1,300人
延利用予定者数　8,200人

20,624 生涯学習課

82
三原市体育協会補助事
業

スポーツを通じて集団の中での積極性を
養い、体力の向上を図るため、三原市体
育協会を通じて、スポーツ少年団等での
活動を支援します。

引き続きスポーツ少年団への活動支援を
実施します。

市から三原市体育協会へ5,000千円を
補助。三原市体育協会はスポーツ少年
団へ活動助成金として1,000千円を交
付し、活動を支援した。

5,000

市から三原市体育協会へ5,000千円を
補助。三原市体育協会はスポーツ少年
団へ活動助成金として1,000千円を交
付し、活動を支援する。

5,000 スポーツ振興課

83
青少年育成三原市民会
議補助事業

青少年が地域行事に参加する取組や、あ
いさつ・声かけ運動等の活動により、青
少年の健全育成に寄与する団体を支援し
ます。

引き続き青少年の健全育成に寄与する団
体を支援します。

青少年の健全育成に寄与する団体を支
援した。

203
引き続き青少年の健全育成に寄与する
団体を支援する。

540 生涯学習課
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基本目標３　子どもの最善の利益を支える環境づくり

【基本施策】

3-1

3-2

3-3

3-4

【評価指標】

H30 R2 R3 R4 R5 R6 R4目標値を達成できなかった場合はその理由 担当課

目標値 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

実績値 0か所 1か所 1か所 1か所

目標値 15人 15人 15人 15人 15人

実績値 12人 15人 10人 8人 7人

目標値 19か所 19か所 20か所 20か所 21か所

実績値 19か所 19か所 21か所 23か所

目標値 各会場24回 各会場24回 各会場24回 各会場24回 25回

実績値 20回
三原19回
本郷12回

三原12回
本郷25回

三原24回
本郷24回

児童虐待等防止対策の推進　　★重点

ひとり親家庭の自立支援

障害のある子どもへの施策の充実

生活の困難を抱える家庭と子どもへの支援

評価指標

子ども家庭総合支援拠点設置か所数 こども安心課

母子家庭等高等職業訓練促進事業利用者数 新規支給認定申請者の減少のため。 子育て支援課

障害児通所事業所数 障害者福祉課

生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事
業実施回数

社会福祉課

活
動
指
標

17



基本目標３　子どもの最善の利益を支える環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

３-１　児童虐待等防止対策の推進

84
虐待防止事業
（要保護児童対策地域
協議会）

児童虐待防止等ネットワークの充実によ
り、相談支援活動の拡充を図り、児童虐
待の未然防止に努めます。

事業の推進により、虐待防止の体制整備
を図ります。

・街頭キャンペーン1回
・児童虐待防止講演会1回
・代表者会議1回
・実務者会議4回
・個別ケース会議　必要に応じて開催

71

・街頭キャンペーン1回
・児童虐待防止講演会1回
・代表者会議1回
・実務者会議4回
・個別ケース会議　必要に応じて開催

142 こども安心課

85
虐待防止事業
（児童虐待相談事業）

地域に密着した相談の充実を図るととも
に、要保護児童に関する通告義務につい
ての広報・啓発に努めます。

事業の推進により、虐待防止の相談支援
に努めます。

相談の充実を図るとともに、要保護児
童に関する通告義務についての広報・
啓発に努める。

2,280
相談の充実を図るとともに、要保護児
童に関する通告義務についての広報・
啓発に努める。

2,360 こども安心課

86
虐待防止事業
（家庭児童相談事業）

家庭児童相談員を配置し、家庭における
児童養育に関する様々な問題に対する相
談支援を実施します。

事業の推進により、虐待防止の相談支援
に努めます。

●

事業の推進により、虐待防止の相談支
援に努める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・関係機関との連携　　　　　　　　　　　　　
・個別に相談、電話連絡、訪問実施

【事業番号
87】虐待防
止事業(子ど
も家庭総合
支援拠点)に
計上

事業の推進により、虐待防止の相談支
援に努める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・関係機関との連携　　　　　　　　　　　　　
・個別に相談、電話連絡、訪問実施

【事業番号
87】虐待防
止事業(子ど
も家庭総合
支援拠点)に
計上

こども安心課

87
虐待防止事業
（子ども家庭総合支援
拠点）

妊娠期から子育て期にかけて切れ目のな
い相談・支援を行う子育て世代包括支援
センターに、子ども家庭総合支援拠点を
設置し、子どもがいる全ての家庭の支援
と児童虐待対策の強化を図ります。令和4
年までに全市町に設置することが努力義
務とされています。

・事業を推進し、相談支援体制の充実に
努めます。
・子ども家庭総合支援拠点を設置し、児
童虐待を含む相談及びひとり親家庭の相
談・支援を行います。
【設置か所数】
　(Ｈ30)0か所 ⇒ (Ｒ6)1か所

●

子ども家庭総合支援拠点機能を追加
し、虐待防止活動や虐待の初期対応を
強化する。
・設置箇所1か所
1 関係機関とのネットワークづくり
2 児童虐待含む相談
3 利用者のニーズ把握と情報提供
4 虐待防止周知活動（講演会）
5 要保護児童対策協議会事務局運営
6 子育ての市民活動団体の育成と活動
支援
7 ひとりや家庭の相談・支援　

7,361

子ども家庭総合支援拠点機能を追加
し、虐待防止活動や虐待の初期対応を
強化する。
・設置箇所1か所
1 関係機関とのネットワークづくり
2 児童虐待含む相談
3 利用者のニーズ把握と情報提供
4 虐待防止周知活動（講演会）
5 要保護児童対策協議会事務局運営

7,945 こども安心課

88 女性相談事業

様々な問題を抱えた女性の相談指導の充
実を図るとともに、関係機関と連携し、
配偶者等への暴力（ＤＶ）の防止や、同
伴する子どもの支援に努めます。

三原市虐待等防止ネットワーク協議会を
活用して、知識の向上並びに関係機関と
の連携強化を図り、配偶者等への暴力
（ＤＶ）の防止や、DV被害を受けた母子
が安全に安心して暮らすための支援に努
めます。

●

女性相談事業（継続実施）
女性相談員1人配置
配置場所：本庁舎2階
開室日時：月～金　9時30分～16時
相談件数：延べ306件
（うち配偶者からの暴力28件）
（うち緊急一時保護1件）

2,282 

女性相談事業（継続実施）
女性相談員1人配置
相談場所：本庁舎2階
開室日時：月～金　9時30分～16時
DVや家庭不和問題等に女性相談員を1
人配置し、相談内容に応じた措置対
応、指導や情報提供を行う。

2,416 社会福祉課

３-２　ひとり親家庭の自立支援

89 児童扶養手当給付事業

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進
を図るため、国の制度に基づき、手当を
支給します。
受給対象者：18歳到達後、最初の3月31日
まで（一定以上の障害のある児童は20歳
未満まで）の子どもを養育するひとり親
家庭の父又は母等で、一定の所得要件に
該当する人

国の制度に基づき、適切に手当を支給す
るとともに、ひとり親となった方へ各種
制度の説明を行い、生活の安定と自立の
ための支援を行います。

●

国の制度に基づき、適切に手当を支給
するとともに、ひとり親となった方へ
各種制度の説明を行い、生活の安定と
自立のための支援を行います。

受給世帯数：630世帯

308,960

国の制度に基づき、適切に手当を支給
するとともに、ひとり親となった方へ
各種制度の説明を行い、生活の安定と
自立のための支援を行う。

309,660 子育て支援課

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課
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基本目標３　子どもの最善の利益を支える環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

90
ひとり親家庭等医療費
助成事業

ひとり親家庭等の経済的負担の軽減を図
るため、保険診療医療費の一部を助成し
ます。
受給対象者：ひとり親家庭等の父又は母
及び児童（高校3年生まで※）で、一定の
所得要件に該当する人
※18歳到達後、最初の３月31日まで

引き続き助成するとともに、ひとり親と
なった方へ各種制度の説明を行うなど、
適切に案内します。

●

引き続き、ひとり親家庭等の父又は母
及び児童（高校3年生まで）を助成対
象者として実施。
※所得要件あり
受給資格者（R5.3.31現在）
　1,074人（前年度1、077人）

32,213
引き続き助成するとともに、ひとり親
となった方へ各種制度の説明を行うな
ど、適切に案内する。

30,940 子育て支援課

91
ひとり親家庭養育
費確保支援事業

ひとり親家庭の養育費確保のた
め、公正証書の作成や保証会社と
の養育費保証契約に要する経費の
一部を補助します。

ひとり親家庭の生活の安定を図る
ため周知を行い、事業の定着を目
指します。
【問合わせ件数】
(R４)新規 ⇒ (R6)20 件

養育費等に関する公正証書等作成補助
2件

26
引き続きひとり親家庭の生活の安定を
図るため周知を行い、事業の定着を目
指す。

400 子育て支援課

92
母子・父子自立支援プ
ログラム策定事業

就労を希望する児童扶養手当受給者を対
象に、本人の生活状況や就業への意欲、
資格取得への取組等について状況把握を
行い、相談者に応じた自立支援プログラ
ムを策定し、自立を支援します。

児童扶養手当の現況届や新規申請の際に
就労についての面談を行い、未就労者や
転職を希望する人に対して、母子・父子
自立相談員が支援を行います。
【プログラム策定件数】
　(Ｈ30)17件 ⇒ (Ｒ6)20件

●
子育て支援課に母子・父子自立相談員
を設置し実施。
プログラム策定件数　17件

2,243

児童扶養手当の現況届や新規申請時に
就労についての面談を行い、未就労者
や転職希望書に対し、母子・父子自立
相談員が自立支援プログラムを作成
し、就労や資格取得に向けての支援を
行う。

プログラム策定件数　15件

2,308 子育て支援課

93
母子家庭等高等職業訓
練促進事業

ひとり親家庭の父又は母等が、生活の安
定につながる資格取得のため養成機関に
おいて１年以上修業する場合に、訓練促
進費等を支給することにより、その期間
中の生活の不安を解消し、自立の促進を
図ります。

資格取得により安定した収入が得られる
よう支援します。
【事業利用者数】
　(Ｈ30)12人 ⇒ (Ｒ6)15人

● 支給認定者数　10人 11,559

養成機関に修業中の生活の不安を解消
し、資格取得の支援を行う。

支給認定者数（予定）10人

15,166 子育て支援課

94
母子家庭等自立支援教
育訓練給付事業

雇用保険法による教育訓練給付の受給資
格を有していないひとり親家庭の父又は
母等が、指定された教育訓練講座を受講
する場合に、事前相談・事前申請を経
て、受講料の一部を助成します。

資格取得により安定した収入が得られる
よう、引き続き支援します。
【事業利用者数】
　(Ｈ30)1人 ⇒ (Ｒ6)4人

● 支給件数　5件 119

資格取得により安定した収入が得られ
るよう、引き続き支援する。

支給件数 5件

150 子育て支援課

95
ひとり親家庭学び直し
支援事業

ひとり親家庭の学び直し支援として、高
等学校卒業程度認定試験のための講座受
講費用を補助します。

児童扶養手当の現況届の際の面談や窓口
での就労相談により、支援が必要な方へ
適切に案内し、就労しやすい環境を整え
ます。
【事業利用者数】
　(Ｈ30)未実施 ⇒ (Ｒ6)1人

●

利用者数0人
児童扶養手当の現況届の際の面談や窓
口での就労相談により制度の案内を実
施。

0
児童扶養手当の現況届の際の面談や窓
口での就労相談により制度の案内を行
い、高卒認定試験の受験につなげる。

150 子育て支援課
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基本目標３　子どもの最善の利益を支える環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

96

生活困窮世帯の子ども
に対する学習支援事業
（三原市学習広場「わ
くわく」）

経済的困難等を理由に生じる家庭学習の
不足を補い、貧困の連鎖を防止するた
め、学習支援を行います。
対象者：生活保護世帯及びひとり親世帯
の小学4年生～中学3年生

【開催回数】
　(Ｈ30)20回 ⇒ (Ｒ6)25回
【実参加人数】
　(Ｈ30)8人 ⇒ (Ｒ6)15人

●

経済的困難等を理由に生じる家庭学習
の不足を補い、貧困の連鎖を防止する
ため、三原会場、本郷会場の2箇所で
学習支援を実施した。
対象者：生活保護世帯及びひとり親世
帯の小学4年生～中学3年生
【三原会場】
　・学習支援員及び職員で実施
　・24回開催、延べ108人参加(実参加
人数11人)
【本郷会場】
　・業者委託により実施
　・24回開催、延べ94人参加(実参加
人数7人)

2,555 

経済的困難等を理由に生じる家庭学習
の不足を補い、貧困の連鎖を防止する
ため、三原地域、本郷地域2箇所で学
習支援を行う。
対象者：生活保護世帯及びひとり親世
帯の小学4年生～中学3年生
【三原会場】
・学習支援員及び県立広島大学三原ｷｬ
ﾝﾊﾟｽの学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで実施
・場所：三原市中央公民館第2・3講座
室
・日時：原則第1、第3土曜日
　13：30～16：30
【本郷会場】
・業者委託により実施
・場所：本郷生涯学習ｾﾝﾀｰ研修室2
・日時：原則第2・第4土曜日
　13：30～15：30

2,589 社会福祉課

97
母子生活支援施設への
措置支援事業

18歳未満の子どもを養育している母子家
庭、また何らかの理由で離婚の届出がで
きない等の母子家庭に準ずる家庭に生活
の場を提供し、安心・安全な環境の中
で、母と子の生活を安定させるため、相
談・援助を進めながら自立を支援しま
す。

こども家庭センター等の関係機関と連携
し、DVや生活困窮等により住む場所がな
い母子等に対し、生活の場を提供し、適
切な支援を行います。

●
・母子生活支援施設：市内1施設
　14世帯41人(市外施設への措置を含
む。）

56,882
引き続き支援の必要な母子の安全な生
活の場を提供し適切に実施する。

57,192 子育て支援課

98
母子家庭等自立相談事
業

関係機関と連携を図りながら、求職活動
や養育費の確保、貸付金、資格取得など
に関する相談・支援を実施することによ
り、ひとり親家庭の自立の促進を図りま
す。

児童扶養手当の現況届等の機会を有効に
活用し、適切な支援を行います。
【事業利用者数】
　(Ｈ30)59人 ⇒ (Ｒ6)70人

事業利用者数　　44人 -
引き続き、関係機関と連携を図りなが
ら適切な支援を実施する。

－ 子育て支援課

３-３　障害のある子どもへの施策の充実

99
発達支援事業
（発達障害者支援コー
ディネーター研修）

子どもの発達について理解を深め、その
特性に応じた支援ができるよう、保健
師、保育所･幼稚園職員、小中学校教諭と
子育て支援に関わる職員のスキルアップ
を図ります。

引き続き研修を実施し、支援者のスキル
アップに努めます。
【研修実施回数】
　(H30)4回 ⇒ (R6)2回

研修を実施し、支援者のスキルアップ
に努めた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【研修実施回数】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1回（県立広島大学へ講師依頼）

0

引き続き研修を実施し、支援者のスキ
ルアップに努める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【研修実施回数】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2回

42 こども安心課

100 障害者相談支援事業

障害のある子どもの保護者に対して、相
談に応じ、必要な情報提供やサービス利
用の支援を行うとともに、子どもへの関
わり方等を助言し、保護者の不安軽減に
努めます。

【実施か所数】
・障害者生活支援センター、地域生活支
援センター
　(Ｈ30)2か所 ⇒ (Ｒ6)2か所
・児童相談支援事業所
　(Ｈ30)5か所 ⇒ (Ｒ6)5か所

【実施か所数】
・障害者生活支援センター、地域生活
支援センター　2か所
・児童相談支援センター　11か所

57,072

相談支援事業所に対して事業の委託及
び給付費の給付を行い、障害のある子
どもの保護者に対する相談支援、必要
な情報提供やサービス利用の支援を行
うとともに、子どもへの関わり方等を
助言し、保護者の不安軽減に努める。

56,104 障害者福祉課

101
学ぶ力育成事業
（就学指導）

発達の遅れや障害のある子どもの就学指
導に努めます。

適切な就学指導に努めます。

教育相談実施人数 291人
就学前 30園　112人
小学校 20校　165人
中学校  5校   14人
今年度も必要な支援の仕方や就学の仕
組等について説明をし、適切な就学指
導ができるよう取り組んだ。

66

相談人数300人前後
　今年度も、就学先の相談と特別な支
援が必要な幼児児童生徒へのかかわり
方などを共有するとともに、児童生徒
の発達や障害の状況に応じた適切な就
学指導を行う。

111 学校教育課
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基本目標３　子どもの最善の利益を支える環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

102
特別児童扶養手当給付
事業

障害のある子どもの福祉の増進を図るた
め、精神又は身体に障害のある児童を監
護する保護者等に対して、国の制度に基
づき手当を支給します。
受給対象者：精神又は身体に重度又は中
度の障害のある20歳未満の児童を監護し
ている保護者で、一定の所得要件に該当
する人

国の制度に基づき、適切に手当を支給し
ます。

国の制度に基づき手当を支給
R3年度末受給資格者数：163人
※決算額は事務費のみ、手当は国が支
給

38
国の制度に基づき手当を支給
※予算額は事務費のみ、手当は国が支
給

46 障害者福祉課

103
重症心身障害児福祉年
金給付事業

障害のある子どもの福祉の増進を図るた
め、重症心身障害児を監護する保護者等
に対して、年金を支給します。
受給対象者：次のいずれかに該当する20
歳未満の児童を監護する保護者等
・身体障害者1～3級を所持
・療育手帳マルＡ又はＡ又はマルＢを所
持

制度に基づき、引き続き支給します。
制度に基づき手当を支給
R3年度末受給者数：91人

2,309
・制度に基づき手当を支給
・新規受給対象者に適切に制度案内を
実施する。

2,570 障害者福祉課

104 障害児通所事業

障害や発達の遅れのある子どもを対象
に、通所施設において、遊び・運動など
を通じた様々なプログラムを提供し発達
支援を行うなど、地域における療育の場
の充実に努めます。

【事業所数】
・児童発達支援事業所
　(就学前児童対象)
　(Ｈ30)9か所 ⇒ (Ｒ6)10か所
・放課後等デイサービス事業所
　(就学児対象)
　(Ｈ30)10か所 ⇒ (Ｒ6)11か所

【事業所数】
・保育所等訪問事業所　2か所
・児童発達支援事業所（就学前児童対
象）　9か所
・放課後等デイサービス事業所（就学
児対象）12か所

433,143

障害や発達の遅れのある子どもを対象
に、通所施設において、遊び・運動な
どを通じた様々なプログラムを提供し
発達支援を行うなど、地域における療
育の場の充実に努める。

419,032 障害者福祉課

105
学ぶ力育成事業
（特別支援介助員の配
置）

障害のある子どもについて、安心して教
育を受けられるよう、小・中・幼におい
て、日常生活の介助・安全確保のための
介助員を配置します。

適切な介助員の配置に努めます。

令和４年度は50名の特別支援介助員を
幼１名、小40名、中９名配置した。
４月に特別支援介助員の研修を実施
し、資質能力の向上に努めた。

87,293

介助員を50名を、実態とニーズに合っ
た配置をする。
介助員の研修を実施し、資質向上を図
る。

94,319 学校教育課

106 障害児保育事業
集団保育が可能な障害児について、保育
所や認定こども園で保育します。

・全ての保育所での受入を進めます。
・障害児拠点事業を推進し、幼児
教育・保育の無償化による動向変化等を
見据えたうえで、需要の動向を見極めな
がら継続及び拡充に努めます。

受入22か所
拠点事業所1か所

17,993 継続して実施する。 16,368 こども保育課
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基本目標３　子どもの最善の利益を支える環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

３-４　生活の困難を抱える家庭と子どもへの支援

107
ヤングケアラー支援事
業

障害や病気等でケアを要する家
族の世話や介護等を行っている
ヤングケアラーの早期発見、相談
支援体制の構築などに取り組み
ます。

【早期発見に係る研修実施回数】
(R4)5回 ⇒ (R6)5回

・庁内連携会議の開催
　令和４年度２回開催
・実態把握アンケート調査の実施
　対象：市内の中学生、高校生
　時期：令和４年６月～７月
・関係機関職員研修の実施
　４回開催
・ヤングケアラーに関する市ホーム
ページの作成、啓発リーフレットの配
布

120

ヤングケアラーを早期に発見し必要な
支援につなげるため、学校をはじめと
する子どもたちが生活する場における
「周囲の気づき」と、ヤングケアラー
自身がその環境下にあることの自覚を
持つ「本人の気づき」の両面の取組を
充実させる。

150

子育て支援課
こども安心課
保健福祉課

高齢者福祉課
社会福祉課

障害者福祉課
学校教育課

108
外国籍の子どもと子育
て家庭に対する支援事
業

増加する外国人家庭が、子育てに関わる
情報の受け取りや、教育・保育事業等の
子育て支援サービスを適切に受けること
ができるよう取り組みます。

・日本語を話すことができない妊婦に対
して、訪問回数を増やすなど支援の強化
に取り組みます。また、産後も円滑に教
育・保育施設を利用できるよう定期的な
訪問を行います。
・各言語の母子手帳や予防接種案内等の
配布を行い、情報提供に努めます。
・保育施設等で宗教上の理由による除去
食を提供します。

【実施内容】
・妊産婦訪問
・外国語版母子健康手帳の交付

－
引き続き外国人家庭が子育て支援サー
ビスを適切に受けることができるよう
取り組む。

－
こども安心課
こども保育課
子育て支援課

96

生活困窮世帯の子ども
に対する学習支援事業
（三原市学習広場「わ
くわく」）
（３-２の再掲）

経済的困難等を理由に生じる家庭学習の
不足を補い、貧困の連鎖を防止するた
め、学習支援を行います。
対象者：生活保護世帯及びひとり親世帯
の小学４年生～中学３年生

【開催回数】
　(Ｈ30)20回 ⇒ (Ｒ6)25回
【実参加人数】
　(Ｈ30)8人 ⇒ (Ｒ6)15人

●

経済的困難等を理由に生じる家庭学習
の不足を補い、貧困の連鎖を防止する
ため、三原会場、本郷会場の2箇所で
学習支援を実施した。
対象者：生活保護世帯及びひとり親世
帯の小学4年生～中学3年生
【三原会場】
　・学習支援員及び職員で実施
　・24回開催、延べ108人参加(実参加
人数11人)
【本郷会場】
　・業者委託により実施
　・24回開催、延べ94人参加(実参加
人数7人)

2,555 

経済的困難等を理由に生じる家庭学習
の不足を補い、貧困の連鎖を防止する
ため、三原地域、本郷地域2箇所で学
習支援を行う。
対象者：生活保護世帯及びひとり親世
帯の小学4年生～中学3年生
【三原会場】
・学習支援員及び県立広島大学三原ｷｬ
ﾝﾊﾟｽの学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで実施
・場所：三原市中央公民館第2・3講座
室
・日時：原則第1、第3土曜日
　13：30～16：30
【本郷会場】
・業者委託により実施
・場所：本郷生涯学習ｾﾝﾀｰ研修室2
・日時：原則第2・第4土曜日
　13：30～15：30

2,589 社会福祉課

77
子ども食堂開設支援事
業
（2-5の再掲）

子どもの孤食を防止するとともに、安心
感や幸福感を味わえる地域の居場所を提
供するため、子ども食堂の開設を支援し
ます。

【実施か所数】
　(H30)2か所 ⇒ (R6)6か所

●

三原市社会福祉協議会に委託し、子ど
も食堂の開設を支援。市内2か所の子
ども食堂が新たに開設した。
・本町「フレンド」
・西宮「福ふく食堂」

12

・三原市社会福祉協議会に委託し、子
ども食堂の開設に向けた関係機関との
調整や、開設に必要な備品類の購入経
費を支援する。
・子ども食堂を実施する団体間の連
携、情報共有を支援するため、ネット
ワーク会議を開催する。
・利用促進を図るため、情報発信を強
化する。

175 子育て支援課

109
生活困窮者自立相談支
援事業

生活保護に至る前の生活困窮者からの相
談に包括的に対応するとともに、自立に
向けて、評価・分析の実施、プラン作成
等の支援や関係機関との連携を行いま
す。

「自立相談支援センターみはら」におい
て、生活や就労などでお困りの方の総合
的な支援を行います。

●

生活困窮者からの相談に包括的に対応
するとともに、情報提供や他の専門機
関との連携調整等をしながら、必要に
応じて一人ひとりの状況に合わせた支
援プランを作成し、支援員が相談者に
寄り添いながら、解決に向けた支援を
行った。
新規相談件数：380件
支援プラン作成件数：17件

11,667 

生活困窮者からの相談に包括的に対応
するとともに、情報提供や他の専門機
関との連携調整等をしながら、必要に
応じて一人ひとりの状況に合わせた支
援プランを作成し、支援員が相談者に
寄り添いながら、解決に向けた支援を
行う。

11,697 社会福祉課

22



基本目標４　仕事と子育てが両立する環境づくり

【基本施策】

4-1

4-2

【評価指標】

H30 R2 R3 R4 R5 R6 R4目標値を達成できなかった場合はその理由 担当課

目標値 上昇

実績値 37.8%

目標値 上昇

実績値 49.7%

目標値 減少

実績値 17.9%

目標値 減少

実績値 20.1%

目標値 増加(H30～) 増加(H30～) 増加(H30～) 増加(H30～) 増加(H30～)

実績値 23社 26社 24社 23社

目標値 増加(H30～) 増加(H30～) 増加(H30～) 増加(H30～) 増加(H30～)

実績値 10社 12社 12社 －

目標値 2回 3回 4回 5回 6回

実績値 1回 3回 4回 9回

仕事と子育ての両立支援と働き方の見直し

父親と母親が協力して子育てに取り組むための支援　　★重点

評価指標

仕事と生活の調和が取れていると感じてい
る保護者の割合（小学校入学前）

子育て支援課

仕事と生活の調和が取れていると感じてい
る保護者の割合（小学生）

子育て支援課

子育てに関し、配偶者・パートナーの協力が少ないと
感じている保護者の割合（小学校入学前）

子育て支援課

子育てに関し、配偶者・パートナーの協力が少ないと
感じている保護者の割合（小学生）

子育て支援課

活
動
指
標

広島県仕事と家庭の両立支援企業登録事業
所数

商工振興課
子育て支援課

広島県男性育児休業等促進宣言企業（育メ
ン休暇応援制度）

育児・介護休業法の改正に伴い、令和４
年４月１日から制度廃止

商工振興課
子育て支援課

育児応援事業（父親参加型イベント）実施
回数

子育て支援課

意
識
調
査
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基本目標４　仕事と子育てが両立する環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

４-１　仕事と子育ての両立支援と働き方の見直し

110
育児休業制度等の普及
啓発

育児休業制度の普及促進のため、各種助
成金の周知など、とりわけ男性の育児休
業取得について、事業者への働きかけや
啓発に努めます。

適切に情報提供を行うとともに、関係部
署と連携しながら事業者への啓発に努め
ます。

国・県のリーフレット等の周知など、
情報提供をした。

－

・適切に情報提供を行うとともに、関
係部署と連携しながら事業者への啓発
に努める。
・引き続き関係機関と連携し、事業者
への啓発をする。

－ 商工振興課
人権推進課

111
就労者に関する子育て
支援制度等の情報提
供・啓発

子どもの看護休暇制度、女性就労者の健
康管理など、子育て中の就労者に関わる
制度等について、情報提供や啓発に努め
ます。

適切に情報提供を行うとともに、関係部
署と連携しながら事業者への啓発に努め
ます。

国・県のリーフレット等の周知など、
情報提供をした。

－

・適切に情報提供を行うとともに、関
係部署と連携しながら事業者への啓発
に努める。
・引き続き関係機関と連携し、事業者
への啓発をする。

－ 商工振興課
人権推進課

112
男女共同参画講演会等
開催事業

男女の平等意識や男女共同参画意識の啓
発を促進するため、あらゆる機会を通じ
て広報活動を推進します。

【実施回数】
・広報誌等による情報提供、啓発
　(Ｈ30)3回 ⇒ (Ｒ6)4回
・セミナー、講演会
　(Ｈ30)6回 ⇒ (Ｒ6)7回

・広報誌等による情報提供、啓発 2回 
・セミナー3回、講演会1回 

251
・広報誌等による情報提供、啓発 2回 
・セミナー、講演会  4回 

262 人権推進課

113
子育てを応援する企業
への支援事業

市内企業に対して、広島県が実施する各
種登録制度や奨励金等を周知し、円滑に
活用できるよう支援します。

【登録事業所数】
・広島県仕事と家庭の両立支援企業
　(Ｈ30)23社 ⇒ (Ｒ6)増加
・広島県男性育児休業等促進宣言企業(育
メン休暇応援制度)
　(Ｈ30)10社 ⇒ (Ｒ6)増加

国・県のリーフレット等の周知など、
情報提供をした。
【登録事業所数】
・広島県仕事と家庭の両立支援企業　
24社　※R2末26社 2社更新しなかっ
た。
・広島県男性育児休業等促進宣言企業
(育メン休暇応援制度)　12社

－
引き続き関係機関と連携し、事業者へ
の啓発をする。

－ 商工振興課
子育て支援課

114
セ ミ ナ ー 開 催 ・
アドバイザー派遣
事業

事業者に対して、多様な働き方に
対する理解と環境を促すための
セミナーの開催やアドバイザー
の派遣を行います。

引き続き実施するとともに、制度
の周知に努めます。 

・市内企業向けに「女性活躍推進セミ
ナー」を開催（参加企業31社）
・女性活躍推進アドバイザーを派遣
し、一般事業主行動計画策定の支援を
行った（2社）

400 ・継続して実施する 1,200 商工振興課

115 女性の活躍支援事業

女性活躍推進法に基づく、女性の活躍推
進に向けた雇用環境の整備について、仕
事と生活の充実を図りながら働き続ける
ことができるよう、事業者等へ働きかけ
ます。また、男女共同参画に貢献した市
民や事業者を表彰し、公表します。

【実施回数等】
・女性活躍推進経営者セミナー、啓発
　(Ｈ30)1回 ⇒ (Ｒ6)2回
・男女共同参画社会づくり表彰
　(Ｈ30)4件応募 ⇒ (Ｒ6)5件応募

・女性活躍推進経営者セミナー、啓発 
1回 
・男女共同参画社会づくり表彰　2件
応募 2件表彰

43
・女性活躍推進経営者セミナー、啓発　 
1回 
・男女共同参画社会づくり表彰募集　

66 人権推進課

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課
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基本目標４　仕事と子育てが両立する環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

116
就労支援セミナー
開催事業

就労を希望する子育て中の女性
などを対象とするセミナーを開
催します。

引き続き実施するとともに、制度
の周知に努めます。

・ママワークスクール（連続3回講
座）を開催（参加者21名）

1,349 ・継続して実施する（連続5回講座） 3,800 商工振興課

117 再就職への支援事業

ハローワークと連携し、職業紹介、就労
情報の提供に努めます。また、就職ガイ
ダンスを開催し、育児等を理由に一旦退
職したが、再就職を検討している方と企
業とのマッチングを図ります。

継続して実施するとともに、創業支援に
も取り組みます。

●

・市内企業を対象とした就職ガイダン
スの開催
・育児等を理由に一旦退職した市内女
性と市内企業とのマッチングイベント
（ジョブカフェ）を開催
・創業支援事業計画に基づいた支援を
実施

－

・就職ガイダンスの実施等、説明会や
面接会の機会創出
・国・県・民間団体が実施するガイダ
ンス等の情報発信

－ 商工振興課

４-２　父親と母親が協力して子育てに取り組むための支援

112
男女共同参画講演会等
開催事業
（4-1の再掲）

男女の平等意識や男女共同参画意識の啓
発を促進するため、あらゆる機会を通じ
て広報活動を推進します。

【実施回数】
・広報誌等による情報提供、啓発
　(Ｈ30)3回 ⇒ (Ｒ6)4回
・セミナー、講演会
　(Ｈ30)6回 ⇒ (Ｒ6)7回

・広報誌等による情報提供、啓発 2回 
・セミナー、講演会　各1回 

251
・広報誌等による情報提供、啓発 2回 
・セミナー、講演会　4回 

262 人権推進課

118
育児応援事業
（父親参加型イベント
の開催）

父親の育児参加に対する意識醸成や、母
親の負担軽減に向けて、父親と子どもが
一緒に参加できるイベントなど、父親対
象のイベントを開催します。

【実施回数】
　(H30)1回 ⇒ (R6)6回

児童館「ラフラフ」において、父親と
子どもが一緒に参加できるイベントを
実施した。
実施回数：9回
・パパSunday
・三原高校連携イベント「パパとラフ
ラフ」

－
引き続き児童館「ラフラフ」において
父親参加型イベントを企画し実施す
る。

－ 子育て支援課

119
育児応援事業
（父親同士のネット
ワークづくりの推進）

父親参加型イベントへの参加等をきっか
けに、父親同士が子育てに関する悩みを
共有するなど、仕事と子育ての両立に向
けた父親同士のネットワークづくりを推
進します。

事業番号118「父親参加型イベント」開催
時などに積極的な働きかけを行います。
【ネットワーク主催イベント実施回数(累
計)】
　(H30)0回 ⇒ (R6)3回

児童館「ラフラフ」を利用する保護者
(父親を含む。）を中心としたボラン
ティアグループである「ラフラフサ
ポーターズ」主催によるイベントを実
施した。
実施回数：2回

－

引き続き児童館「ラフラフ」において父
親参加型イベントを企画し実施すること
により、父親同士が子育てに関する悩み
を共有する機会をつくる。

－ 子育て支援課

62

育児応援事業
（子育てに関する学習
機会の提供）（2-1の
再掲）

子育て中の保護者を対象に、ワーク・ラ
イフ・バランスの実現や虐待防止等につ
ながる各種講演会・研修会を開催し、子
育てに関する学習機会を提供します。

【実施回数】
　(H30）2回 ⇒ (R6)6回

児童館「ラフラフ」において講座を企
画し実施した。
実施回数：4回
・mama's（ままず）母親同士の交流

－

引き続き児童館「ラフラフ」におい
て、子育て中の保護者を対象にした講
座・講演会・研修会を企画し実施す
る。

－ 子育て支援課
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基本目標５　子育てを地域で支える環境づくり

【基本施策】

5-1

5-2

5-3

【評価指標】

H30 R2 R3 R4 R5 R6 R4目標値を達成できなかった場合はその理由 担当課

目標値 上昇

実績値 54.0%

目標値 上昇

実績値 50.7%

目標値 上昇

実績値 40.2%

目標値 上昇

実績値 44.0%

目標値 2媒体 2媒体 3媒体 3媒体 3媒体

実績値 2媒体 2媒体 2媒体 3媒体

目標値 1,500件 1,500件 1,500件 1,500件 1,500件

実績値 1,435件 1,919件 1,801件 2,738件

目標値 4,430人 4,520人 4,610人 4,700人 4,800人

実績値 4,340人 1,855人 1,377人 2,444人

子育てに関する情報提供の充実

地域の子育て支援拠点の充実　　★重点

地域での子育てサポートの充実

評価指標

地域の人が子育てを支えてくれていると感じて
いる保護者の割合（小学校入学前）

子育て支援課

地域の人が子育てを支えてくれていると感じて
いる保護者の割合（小学生）

子育て支援課

子育てに不安や負担を感じていないと回答した
保護者の割合（小学校入学前）

子育て支援課

子育てに不安や負担を感じていないと回答した
保護者の割合（小学生）

子育て支援課

活
動
指
標

頻繁に活用する情報発信媒体数 子育て支援課

子育て世代包括支援センター事業（利用者支援
事業）相談件数（延べ〔母子保健型〕）

こども安心課

地域子育て支援サロン利用者数（延べ）
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、開催の自粛や、利用を制限したた
め。

子育て支援課

意
識
調
査
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基本目標５　子育てを地域で支える環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

５-１　子育てに関する情報提供の充実

120
子育て情報発信事業
（子育てガイドブック
等の発行）

各種子育て支援サービス情報をコンパク
トにまとめた子育て支援マップや子育て
ガイドブックを作成、提供します。

・引き続き年１回発行します。
・効果的に情報が届くよう、デザ
イン・サイズ、配布場所の見直し
を随時行います。

「子育てMYBOOK」作成
3,000冊配布
冊子に広告を掲載し、無料で作成

－

・R5.7月に発行
・発行部数を3,000部から5,000部に増刷
する。
・冊子内にQRコードを作成し、みはら子
育てねっとへの誘導を行う。
・配布場所について事業者と調整し子育
て世帯へ広く届けることができる場所へ
設置する。

－ 子育て支援課

121

子育て情報発信事業
（ホームページ〔みは
ら子育てねっと等〕の
充実）

市民と子育て支援団体及び行政
が、双方向から情報を収集・発信
しながらネットワークを形成でき
る子育て情報について、ホーム
ページによる情報提供を行いま
す。

｢みはら子育てねっと｣の周知に努
め、アクセス数の向上を図ります。
【月間アクセス件数】
(R3)24,291 件 ⇒ (R6)30,000 件

R3年度に開設したWEBサイト「みはら
子育てねっと」により、子育て情報を
まとめ、わかりやすくタイムリーな情
報発信に努めた。
年間アクセス件数：314,244件
月平均アクセス件数：26,187件

－
WEBサイト「みはら子育てねっと」に
よるわかりやすいタイムリーな情報発
信を行う。

－ 子育て支援課

122

子育て情報発信事業
（ＳＮＳ等を活用した
子育てに関する情報発
信）

市民ニーズや携帯電話・ＳＮＳ等の普及
状況を踏まえ、ＳＮＳ等を活用した市民
に「届く」情報発信を行います。

各種媒体の普及状況を分析し、効果的な
手法を検討・実施します。
【頻繁に活用する情報発信媒体数】
　(H30)2媒体 ⇒ (R6)3媒体
　①紙、②WEB、③SNS(新)

次の3媒体で定期的な情報発信を実施
①紙「子育てガイドブック」
②WEB「みはら子育てねっと」
③SNS「市公式LINE『みはら子育て
NEWS』」（R4.7～）

－

引き続き次の3媒体で定期的な情報発
信を実施
①紙「子育てガイドブック」
②WEB「みはら子育てねっと」
③SNS「市公式LINE『みはら子育て
NEWS』」

－ 子育て支援課

123
子育て情報発信事業
（市民参画の子育てに
関する情報発信）

市が発信する子育てに関する情報を、各
団体や市民個人が、SNSや口コミで拡散す
る仕組みづくりに取り組みます。

各団体や市民の意見を聞きながら、効果
的な仕組みを検討・実施します。
【各団体や市民が参画する情報発信媒体
数】
　(H30)1媒体 ⇒ (R6)2媒体
　①WEB、②SNS(新)

ウェブサイト「みはら子育てねっと」
上で「ラフラフ日記※」を掲載し、児
童館「ラフラフ」を利用する市民参画
の情報発信に取り組んだ。
※児童館「ラフラフ」のイベントの様
子等を紹介するブログ形式の記事

－

ウェブサイト「みはら子育てねっと」
上で公開している「ラフラフ日記※」
等を活用して、市民参画の情報発信に
取り組む。

－ 子育て支援課

５-２　地域の子育て支援拠点の充実

124

地域子育て支援セン
ター事業
（地域子育て支援拠点
事業）

概ね中学校区に１か所以上を目安に、地
域の子育て等に関する情報発信や相談・
支援、親子の交流の場の提供、子育てに
関する講習会等を実施します。

引き続き実施するとともに、事業の周知
に努めます。
※Ｈ31実施か所数　12か所

●
12か所で実施
子育てサポートステーションsunnyは
令和3年度末で終了。

90,194
引き続き実施するとともに、事業の周
知に努める。

86,425 こども保育課

125

子育て世代包括支
援センター事業
（利用者支援事業）
【母子保健型】

利用者の個別ニーズを把握し、それに基
づいて情報の集約・提供、相談等を行う
ことにより、教育・保育施設や地域子ど
も・子育て支援事業等に関する相談支
援・利用支援の充実に努めます。

・事業の推進により、相談支援体
制の充実に努めます。
・子育て世代包括支援センター
「すくすく」４か所において業務
を集約し実施します。
【延相談件数】
(H30)1,435 件 ⇒ (R6)1,500 件

●

・子育て世代包括支援センターすくす
くを設置（Ｈ28.4月）
・令和4年度から各保健福祉センター
に、「すくすく本郷」「すくすく久
井」「すくすく大和」を設置
1 妊娠期から子育て期の子育て相談
2 妊娠期から子育て期の産前産後サ
ポート事業
3 関係機関とのネットワークづくり
4 利用者のニーズ把握と情報提供
5 子育ての市民活動団体の育成と活動
支援 
相談実績　延2,738件

7,289

子育て世代包括支援センターすくすく
を設置（Ｈ28.4月）
1 妊娠期から子育て期の子育て相談
2 妊娠期から子育て期の産前産後サ
ポート事業
3 関係機関とのネットワークづくり
4 利用者のニーズ把握と情報提供
5 子育ての市民活動団体の育成と活動
支援

6,647 こども安心課

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課
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基本目標５　子育てを地域で支える環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

87

虐待防止事業
（子ども家庭総合支援
拠点）
（3-1の再掲）

妊娠期から子育て期にかけて切れ目のな
い相談・支援を行う子育て世代包括支援
センターに、子ども家庭総合支援拠点を
設置し、子どもがいる全ての家庭の支援
と児童虐待対策の強化を図ります。令和4
年までに全市町に設置することが努力義
務とされています。

・事業を推進し、相談支援体制の充実に
努めます。
・子ども家庭総合支援拠点を設置し、児
童虐待を含む相談及びひとり親家庭の相
談・支援を行います。
【設置か所数】
　(Ｈ30)0か所 ⇒ (Ｒ6)1か所

●

子ども家庭総合支援拠点機能を追加
し、虐待防止活動や虐待の初期対応を
強化した。
・設置箇所1か所
1 関係機関とのネットワークづくり
2 児童虐待含む相談
3 利用者のニーズ把握と情報提供
4 虐待防止周知活動（講演会）
5 要保護児童対策協議会事務局運営
6 子育ての市民活動団体の育成と活動
支援
7 ひとりや家庭の相談・支援

7,361

子ども家庭総合支援拠点機能を追加
し、虐待防止活動や虐待の初期対応を
強化する。
・設置箇所1か所
1 関係機関とのネットワークづくり
2 児童虐待含む相談
3 利用者のニーズ把握と情報提供
4 虐待防止周知活動（講演会）
5 要保護児童対策協議会事務局運営

7,945 こども安心課

126
地域子育て支援サロン
推進事業

地域全体で子育てを支援する環境づくり
のため、身近な地域の中で、子育て親子
同士や世代を超えた仲間づくりや交流を
行う場として、地域子育て支援サロンの
設置を促進するとともに、継続して運営
できるよう支援します。

【実施か所数】
　(H30)15か所 ⇒ (R6)17か所
【年間延利用者数】
　(H30)4,340人 ⇒ (R6)4,800人

●

・三原市社会福祉協議会に委託し、市
内サロンの運営を支援した。
　実施か所数：15か所
　年間延べ利用者数：2,444人

382

・三原市社会福祉協議会に委託し、市
内サロンの運営を支援する。
・サロン支援者を集めた交流会を開催
し、サロン同士の交流を促進する。
・利用促進を図るため、情報発信を強
化する。

807 子育て支援課

77
子ども食堂開設支援事
業
（2-5の再掲）

子どもの孤食を防止するとともに、安心
感や幸福感を味わえる地域の居場所を提
供するため、子ども食堂の開設を支援し
ます。

【実施か所数】
　(H30)2か所 ⇒ (R6)6か所

●

三原市社会福祉協議会に委託し、市内
1か所の子ども食堂の開設を支援し
た。
・西宮「福ふく食堂」

12

・三原市社会福祉協議会に委託し、子
ども食堂の開設に向けた関係機関との
調整や、開設に必要な備品類の購入経
費を支援する。
・子ども食堂を実施する団体間の連
携、情報共有を支援するため、ネット
ワーク会議を開催する。
・利用促進を図るため、情報発信を強
化する。

175 子育て支援課

127
保育所・認定こども園
の園庭開放事業

保育所・認定こども園に入所していない
親子に園庭を開放し、遊びの場の提供や
保護者・子どもたちとの交流の機会を提
供し、支援に努めます。

継続して実施します。 10か所で実施 - 継続して実施する。 － こども保育課

５-３　地域での子育てサポートの充実

38
ファミリー・サポー
ト・センター事業
（1-4の再掲）

子育ての援助が必要な人（依頼会員）に
対して、援助ができる人（提供会員）を
紹介し、地域住民同士の相互援助活動を
促進します。事前の会員登録が必要で
す。

利用しやすい制度となるよう、援
助ができる人（提供会員）を増や
すための取組や、制度の周知、マッ
チングしやすい環境づくりに努め
ます。
【年間延利用件数】
(H30)701 件 ⇒ (R6)850 件
【年間実利用者数】
(H30)20 人 ⇒ (R6)60 人

●

・R4年度から、児童館「ラフラフ」に会
員募集やマッチング等の業務を行うアド
バイザーを配置した。
・民間事業者に委託し、子育て世帯の
ニーズ調査、提供会員の掘り起こし、人
材育成（研修）を実施した。
 年間延利用件数  525件
 年間実利用者数　 30人(R3比較2.7倍)
 提供会員登録者数 22人(R3比較4.4倍)

7,841

・児童館「ラフラフ」にアドバイザーを
配置し、会員募集・マッチング・子育て
世代と提供会員の交流会等を実施
・利用促進と情報発信のため、これまで
ファミサポを利用したことがない依頼会
員を対象に、初回の利用料を無料とする
「お試し利用制度」を新たに実施
・提供会員の確保・育成のため、研修会
を実施

3,203 子育て支援課

128
民生委員・児童委員活
動事業

関係機関と連携しながら、民生委員・児
童委員、主任児童委員による、子育てや
児童、ひとり親家庭等に関する相談、援
助活動の充実を図ります。

関係機関との連携・協力を密にし、地域
住民からの子育ての不安などに対し、相
談・援助を行います。

●

関係機関と連携しながら、民生委員・
児童委員、主任児童委員による、子育
てや児童、ひとり親家庭等に関する相
談、援助活動の充実を図った。

31,757 引き続き、相談、援助を行う。 32,563 社会福祉課
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基本目標５　子育てを地域で支える環境づくり

実施内容 決算額（千円） 実施内容 予算額（千円）

令和４年度（実績） 令和５年度（予定）事業
番号

事業名 事業内容
事業目標・方向性

R2～R6

貧困
対策
事業

担当課

129
母子保健推進員活動事
業

保護者が地域で安心して子育てができる
よう、母子保健事業・訪問等を通した支
援活動の充実を図ります。

事業の推進により、子育て支援の充実を
図ります。
【母子保健推進員の人数】
　(H30)60人 ⇒ (R6)60人

●

母子保健推進員による家庭訪問、各種
健診・教室への協力や遊びの教室等を
開催した。
・推進員人数：52人
・研修会・連絡会開催：37回
・訪問：382回
・自主活動：18回
・行政協力：130回

2,182
訪問活動、自主活動、資質向上研修と
いった母子保健推進員活動を行う。

2,160 こども安心課

130
子育て支援に関わる団
体・個人の活動支援事
業

子育て支援に関わる団体や個人の交流の
促進や活動の充実を図るため、ネット
ワークづくりを支援します。

各団体や市民の意見を聞きながら、効果
的な仕組みを検討・実施します。
【新たに形成されるネットワーク数】
　(R6)2か所

地域子育て支援サロンの支援者を集め
た交流会を開催し、ネットワークづく
りを支援した。

－

・地域子育て支援サロンの支援者を集
めた交流会を開催し、サロン同士の交
流を促進する。
・ファミリー・サポート・センター事
業において、子育てに関するボラン
ティア活動に関心がある人を対象とし
た研修会を開催し、活動の充実を図
る。

－ 子育て支援課
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